
Title 「体系」の政治 : フリードリヒ二世の政治思想
Sub Title La politique de : Die politische Idee des Friedrichs des Großen
Author 林, 嵩文(Hayashi, Takafumi)

Publisher 慶應義塾大学大学院法学研究科内『法学政治学論究』刊行会
Publication

year
2016

Jtitle 法學政治學論究 : 法律・政治・社会 (Hogaku seijigaku ronkyu :
Journal of law and political studies). Vol.111, (2016. 12) ,p.173- 204 

JaLC DOI
Abstract
Notes
Genre Departmental Bulletin Paper
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN10086101-20161215-0173

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


「体系」の政治

173

一　

序

二　
「
体
系
の
精
神
」
批
判
と
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ

三　

君
主
義
務
論
と
社
会
契
約
論

四　

世
襲
君
主
政
の
正
当
化

五　

君
主
の
親
政
と
「
体
系
」

六　

結　

論

 

林
　

嵩

文

「
体
系
」
の
政
治

―
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
の
政
治
思
想

―



法学政治学論究　第111号（2016.12）

174

一　

序

　

プ
ロ
イ
セ
ン
の
第
三
代
国
王
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
（Friedrich II. （der G

roße

）, 

一
七
一
二
―
一
七
八
六
）
は
典
型
的
な
啓
蒙
絶
対
君
主
と

し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
い
わ
ゆ
る
啓
蒙
絶
対
主
義
（aufgeklärter Absolutism

us

）
の
研
究
に
お
い
て
は
、
必
ず
と
い
っ
て
よ

い
ほ
ど
彼
の
政
策
や
著
作
の
内
容
が
論
じ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
の
支
配
的
な
解
釈
は
、
国
家
理
性
論
あ
る
い
は
絶
対
主
義
と
啓
蒙
主
義
と
が
、

彼
の
思
想
に
お
い
て
競
合
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
見
方
は
、
Ｏ
・
ヒ
ン
ツ
ェ
や
Ｆ
・
マ
イ
ネ
ッ
ケ
の
古
典
的
な
研
究
に
由

来
す
る
。
彼
ら
は
、
国
家
権
力
の
最
大
化
を
目
指
す
国
家
理
性
論
と
、
啓
蒙
主
義
的
な
目
標
を
追
求
す
る
人
道
的
国
家
思
想
と
い
う
二
つ

の
異
質
な
思
想
が
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
に
お
い
て
共
存
し
て
い
る
と
指
摘
す（
1
）る。
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
、
程
度
の
差
は
あ
れ
、
そ
れ
以
降
の

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
研
究
を
長
ら
く
規
定
し
て
き（
2
）た。

　

こ
の
解
釈
の
問
題
は
、
前
提
と
さ
れ
て
い
る
啓
蒙
主
義
、
あ
る
い
は
啓
蒙
主
義
的
な
政
治
思
想
の
内
実
が
明
確
で
な
い
こ
と
で
あ
る
。

マ
イ
ネ
ッ
ケ
は
、
一
八
世
紀
に
は
政
治
の
目
標
を
表
す
新
た
な
標
語
と
し
て
「
人
間
性
」
と
い
う
言
葉
が
出
現
し
た
が
、
そ
の
内
実
は
古

代
ス
ト
ア
派
お
よ
び
キ
リ
ス
ト
教
の
自
然
法
論
に
由
来
す
る
と
言（
3
）う。
そ
の
一
方
で
彼
は
、
ヒ
ン
ツ
ェ
に
従
っ
て
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
司

法
政
策
と
寛
容
政
策
は
ア
メ
リ
カ
や
フ
ラ
ン
ス
の
人
権
宣
言
に
連
な
る
要
素
を
含
む
と
主
張
す（
4
）る。

つ
ま
り
マ
イ
ネ
ッ
ケ
に
従
え
ば
、
古

典
古
代
以
来
の
自
然
法
論
、
一
八
世
紀
の
啓
蒙
主
義
的
政
治
思
想
、
一
八
世
紀
末
以
降
の
自
由
主
義
的
国
家
観
の
三
者
に
本
質
的
な
差
異

は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
解
釈
を
徹
底
さ
せ
た
の
が
Ｋ
・
Ｏ
・
Ｆ
・
ｖ
・
ア
ー
レ
テ
ィ
ン
で
あ
る
。
彼
は
啓
蒙
主
義
の
政

治
的
理
想
は
絶
対
主
義
体
制
と
は
相
容
れ
ず
、
啓
蒙
主
義
は
必
然
的
に
共
和
政
を
目
指
す
思
想
で
あ
る
と
主
張
す（
5
）る。
こ
の
解
釈
を
さ
ら

に
徹
底
さ
せ
れ
ば
、
啓
蒙
主
義
的
な
政
治
思
想
は
必
ず
ア
メ
リ
カ
革
命
や
フ
ラ
ン
ス
革
命
で
実
現
さ
れ
た
よ
う
な
国
家
を
目
指
す
と
い
う

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
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こ
の
タ
イ
プ
の
解
釈
に
対
し
て
は
す
で
に
様
々
な
異
論
が
唱
え
ら
れ
て
い
る（
6
）が、
こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
解
釈
の
非
歴
史
性
を
一
つ
の

例
を
挙
げ
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。『
ル
イ
一
四
世
の
世
紀
』
に
お
い
て
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
、
絶
対
君
主
は
、
自
国
の
権
勢
と
繁
栄
が
自

分
自
身
の
名
誉
と
な
る
の
だ
か
ら
、
国
家
全
体
の
利
益
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
す
と
言
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、
国
王
自
身
が
権
力
を
行

使
し
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
「
専
制
」
で
あ
っ
た
ル
イ
一
四
世
の
統
治
は
、「
法
律
や
配
分
的
正
義
や
人
権
（droits de l

’hum
anité

）」

を
踏
み
に
じ
る
こ
と
な
く
、
国
家
の
利
益
の
た
め
に
行
わ
れ
た
の
で
あ（
7
）る。

つ
ま
り
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
、
ル
イ
一
四
世
の
絶
対
王
政

を

―
ナ
ン
ト
の
勅
令
廃
止
を
除
け
ば

―
問
題
視
せ
ず
、
む
し
ろ
こ
れ
が
自
ら
の
理
想
に
適
う
優
れ
た
政
治
体
制
で
あ
っ
た
と
評
価
し

た
。
こ
れ
と
逆
の
考
え
方
を
し
た
の
が
デ
ィ
ド
ロ
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
専
制
君
主
で
あ
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
の
は
、
君
主
が
持

つ
権
力
の
範
囲
で
あ
り
、
そ
の
権
力
が
善
用
さ
れ
る
か
悪
用
さ
れ
る
か
は
全
く
問
題
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
国
民
を
幸
福
に
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
そ
の
権
利
を
忘
却
さ
せ
る
「
正
し
く
、
穏
和
で
、
啓
蒙
さ
れ
て
い
る
が
恣
意
的
な
権
力
」
に
よ
る
支
配
が
継
続
す
る
こ
と
は
、
国

民
に
と
っ
て
最
大
の
不
幸
で
あ（
8
）る。
つ
ま
り
デ
ィ
ド
ロ
に
と
っ
て
、
国
民
の
政
治
的
権
利
に
存
在
の
余
地
を
与
え
な
い
絶
対
王
政
は
、
断

固
否
定
さ
れ
る
べ
き
政
治
体
制
だ
っ
た
。
啓
蒙
主
義
を
代
表
す
る
こ
の
二
人
の
間
に
見
ら
れ
る
政
治
的
理
想
の
対
立
は
、
啓
蒙
主
義
が
ど

の
よ
う
な
政
治
体
制
を
目
標
と
す
る
か
は
、
一
義
的
に
決
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
啓
蒙
絶
対
主
義
と
は
「
啓
蒙
主
義
の
哲
学
、
と
く
に
そ
の
国
家
論
に
よ
っ
て
著
し
く
影
響
を
う
け
た
」
絶
対
主
義
的
統
治

様
式
で
あ
る
と
い
う
定（
9
）義は
、
考
察
の
出
発
点
と
は
な
り
え
て
も
、
そ
の
終
着
点
と
は
な
り
え
な
い
。
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
と
デ
ィ
ド
ロ
の
例

が
示
す
よ
う
に
、
啓
蒙
主
義
者
た
ち
の
政
治
的
理
想
は
、
時
と
し
て
鋭
く
対
立
し
て
い
る
。
啓
蒙
主
義
的
な
政
治
思
想
を
一
義
的
に
定
義

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
事
実
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
い
わ
ゆ
る
啓
蒙
絶
対
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

ど
の
タ
イ
プ
の
啓
蒙
主
義
的
な
言
説
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
か
を
個
別
具
体
的
に
特
定
す
る
こ
と
が
、
啓
蒙
絶
対
主
義
の
解
明
に
つ
な
が

る
だ
ろ
う
。

　

本
稿
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
政
治
思
想
を
啓
蒙
絶
対
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
特
徴
づ
け
る
こ
と
に
異
論
を
唱
え
る
も
の
で
は
な
い
。
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し
か
し
、
彼
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
よ
り
良
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
マ
イ
ネ
ッ
ケ
な
ど
が
着
目
す
る
啓
蒙
主
義
の
道
徳
的
な
政
治
言
語
で

は
な
く
、
啓
蒙
主
義
特
有
の
科
学
言
説
に
着
目
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
論
証
す
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
手
が
か
り
と
な
る
の
が

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
次
の
命
題
で
あ
る
。「
も
し
ニ
ュ
ー
ト
ン
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
デ
カ
ル
ト
と
協
力
し
て
い
た
ら
、
彼
の
引
力
の
体
系
を

整
序
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
よ
う
に
、
政
治
の
体
系
（systèm

e de politique

）
は
、
そ
れ
が
唯
一
の
頭
脳
に
発
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、

作
成
さ
れ
る
こ
と
も
維
持
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
な
）
10
（

い
」。
も
ち
ろ
ん
こ
の
主
張
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
が
唯
一
の
支
配
者
が
統
治
す
る
体
制
、

す
な
わ
ち
絶
対
主
義
を
擁
護
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
問
題
は
、
こ
の
主
張
の
内
容
に
説
得
力
を
与
え
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
、

政
治
を
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
万
有
引
力
の
体
系
に
擬
え
る
と
い
う
表
現
形
式
で
あ
）
11
（

る
。
こ
う
し
た
比
喩
が
使
用
さ
れ
る
理
由
は
、
一
八
世
紀
特

有
の
文
化
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
、
す
な
わ
ち
ニ
ュ
ー
ト
ン
礼
賛
と
そ
れ
に
関
わ
る
様
々
な
哲
学
的
言
説
を
下
敷
き
に
し
な
け
れ
ば
分
か
ら
な

い
。
そ
し
て
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
「
体
系
」
概
念
は
、
そ
う
し
た
言
説
か
ら
派
生
す
る
思
想
的
枠
組
み
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
よ
り

良
く
理
解
さ
れ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
は
ま
ず
、
啓
蒙
主
義
特
有
の
ニ
ュ
ー
ト
ン
礼
賛
を
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
が
受
容
し
、
そ
れ
を
政
治
的
考
察
の
方
法
論
へ
と
転
用

し
て
い
る
こ
と
を
示
す
（
二
）。
そ
の
上
で
、
彼
が
統
治
の
目
的
を
ど
の
よ
う
に
設
定
し
た
の
か
を
論
じ
（
三
）、
そ
の
た
め
に
最
も
都
合

の
良
い
政
体
が
世
襲
君
主
政
で
あ
る
と
論
じ
た
こ
と
を
示
す
（
四
）。
最
後
に
、
君
主
の
親
政
が
啓
蒙
主
義
特
有
の
体
系
概
念
を
用
い
て

論
証
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
る
（
五
）。
こ
う
し
た
考
察
に
よ
っ
て
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
政
治
言
語
の
中
核
が
、
啓
蒙
主
義
の
科
学
言
説

か
ら
得
ら
れ
た
合
理
性
の
モ
デ
ル
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
い
。

二　
「
体
系
の
精
神
」
批
判
と
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ

　

一
八
世
紀
の
西
欧
思
想
の
大
変
動
を
象
徴
す
る
現
象
の
一
つ
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
に
対
す
る
熱
狂
的
な
崇
拝
で
あ
る
。「
真
の
偉
大
さ
が
、
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天
か
ら
非
凡
な
才
能
を
付
与
さ
れ
こ
れ
を
自
分
や
他
人
を
啓
蒙
す
る
た
め
に
役
立
て
る
こ
と
に
あ
る
な
ら
、
千
年
に
一
人
出
る
の
も
難
し

い
ニ
ュ
ー
ト
ン
氏
の
よ
う
な
人
物
こ
そ
、
真
の
偉
人
で
あ
）
12
（

る
」。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
ニ
ュ
ー
ト
ン
崇
拝
は
、
デ
カ
ル
ト
哲
学
に
対
す
る

批
判
と
対
を
成
し
て
い
た
。
宇
宙
に
充
満
す
る
微
細
物
質
の
渦
動
（tourbillon

）
に
よ
っ
て
天
体
の
運
動
を
説
明
す
る
デ
カ
ル
ト
の
物
理

学
が
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
万
有
引
力
の
体
系
に
よ
っ
て
決
定
的
に
反
証
さ
れ
た
こ
と
を
啓
蒙
主
義
者
た
ち
は
喧
伝
し
た
。
と
は
い
え
、
彼
ら

に
と
っ
て
重
要
だ
っ
た
の
は
、
デ
カ
ル
ト
の
誤
謬
を
逐
一
反
証
す
る
こ
と
よ
り
も
、
彼
が
誤
っ
た
原
因
を
特
定
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の

原
因
を
彼
ら
は
デ
カ
ル
ト
の
思
考
方
法
に
求
め
、
こ
れ
を
「
体
系
の
精
神
」
と
呼
ん
）
13
（
だ
。

　
「
体
系
の
精
神
」
と
い
う
表
現
の
普
及
に
最
も
寄
与
し
た
の
は
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
『
哲
学
書
簡
』（
フ
ラ
ン
ス
語
初
版
一
七
三
四
年
）
だ

ろ
う
。
そ
の
「
第
一
四
信
」
で
彼
は
、
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
的
功
績
を
ひ
と
ま
ず
強
調
す
る
。
デ
カ
ル
ト
は
、
教
会
や
ス
コ
ラ
哲
学
の
権
威

に
盲
従
せ
ず
に
思
考
す
る
こ
と
を
人
々
に
教
え
た
。
彼
は
、「
首
尾
一
貫
し
た
精
神
」
に
従
っ
て
思
考
し
た
と
い
う
点
で
尊
敬
に
値
す
る
。

し
か
し
デ
カ
ル
ト
は
、
仮
説
が
現
象
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
検
証
せ
ず
、
結
果
と
し
て
非
実
証
的
な
学
説
を
構
築
し
て
し
ま
っ
た
点
で
、

誤
っ
た
。
彼
は
、「
生
得
観
念
を
認
め
、
新
た
な
諸
元
素
を
発
明
し
、
一
つ
の
世
界
を
創
造
し
、
彼
流
の
人
間
を
こ
し
ら
え
た
。
デ
カ
ル

ト
の
人
間
は
実
際
に
は
デ
カ
ル
ト
の
人
間
で
し
か
な
く
、
本
物
の
人
間
と
は
非
常
に
異
な
っ
て
い
る
と
人
は
言
う
が
、
そ
の
通
り
で
あ

る
）
14
（

」。
デ
カ
ル
ト
の
生
得
観
念
説
は
ロ
ッ
ク
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
渦
動
説
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
に
よ
っ
て
決
定
的
に
論
破
さ
れ
た
と
考
え
る

ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
、
デ
カ
ル
ト
の
誤
謬
の
原
因
を
彼
の
思
考
方
法
に
求
め
た
。「
幾
何
学
は
、
彼
自
身
が
ま
あ
ど
う
に
か
仕
込
ん
だ
案
内

人
で
、
こ
の
手
引
き
で
デ
カ
ル
ト
は
間
違
わ
ず
に
彼
の
自
然
学
へ
導
か
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
彼
は
つ
い
に
こ
の
案
内
人
を

見
捨
て
、
体
系
の
精
神
（esprit de systèm

e

）
の
意
の
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
し
て
彼
の
哲
学
は
も
は
や
気
の
利
い
た
一
篇
の

小
説
で
し
か
な
く
な
り
、
せ
い
ぜ
い
学
の
な
い
連
中
に
は
真
実
ら
し
く
見
え
る
体
の
も
の
で
あ
っ
）
15
（
た
」。
す
な
わ
ち
、「
体
系
の
精
神
」
に

囚
わ
れ
た
た
め
に
、
デ
カ
ル
ト
は
科
学
的
妥
当
性
を
欠
く
学
説
を
構
築
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
デ
カ
ル
ト
を
批
判
す
る
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
、「
第
一
五
信
」
で
よ
り
具
体
的
に
デ
カ
ル
ト
の
渦
動
説
を
反
駁
す
る
。
デ
カ
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ル
ト
は
、
仮
説
や
推
測
だ
け
に
基
づ
い
て
、
天
体
運
動
の
原
因
を
微
細
物
質
の
渦
動
に
求
め
た
。
し
か
し
、
あ
る
現
象
の
原
因
と
し
て
、

存
在
が
実
証
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
想
定
す
る
こ
と
は
、
彼
が
反
駁
し
よ
う
と
し
た
ス
コ
ラ
哲
学
の
考
え
方
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
考
え
る
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
、
デ
カ
ル
ト
の
渦
動
説
と
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
万
有
引
力
の
体
系
を
次
の
よ
う
に
対
置
す
る
。「
渦
動
こ
そ
、

隠
れ
た
物
質
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
何
故
な
ら
そ
の
存
在
は
決
し
て
証
明
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
引
力
は
実

在
す
る
物
で
あ
る
。
何
故
な
ら
そ
の
作
用
は
証
明
さ
れ
、
そ
の
大
き
さ
は
計
算
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
）
16
（

る
」。
経
験
や
観
察
を
軽
視
し
抽

象
的
原
理
か
ら
の
演
繹
を
偏
重
す
る
思
考
様
式
を
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
「
体
系
の
精
神
」
と
呼
ん
だ
。
彼
に
と
っ
て
、
生
得
観
念
説
や
渦

動
説
と
い
っ
た
経
験
的
検
証
に
耐
え
な
い
学
説
を
主
張
し
た
デ
カ
ル
ト
こ
そ
、「
体
系
の
精
神
」
の
体
現
者
で
あ
っ
た
。

　

デ
カ
ル
ト
を
「
体
系
の
精
神
」
の
代
表
者
に
位
置
づ
け
、
こ
れ
を
批
判
す
る
と
い
う
枠
組
み
は
、
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
の
『
百
科
全
書
序

論
』（
一
七
五
一
年
）
に
も
受
け
継
が
れ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
自
然
認
識
に
必
要
な
の
は
、「
漠
然
た
る
恣
意
的
な
仮
説
」
で
は
な
く
、「
諸

現
象
の
反
省
的
研
究
」、「
諸
現
象
相
互
の
間
で
行
わ
れ
る
比
較
」、「
非
常
に
数
多
く
の
現
象
を
そ
れ
ら
の
原
理
と
み
な
さ
れ
う
る
唯
一
の

現
象
に
可
能
な
限
り
還
元
す
る
技
術
」
で
あ
る
。
還
元
と
い
う
考
え
方
を
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
は
「
体
系
的
精
神
」（esprit systém

atique

）
と

呼
び
、
こ
れ
を
「
体
系
の
精
神
」（esprit de systèm

e
）
と
混
同
す
る
こ
と
を
戒
め
）
17
（
た
。
こ
の
言
葉
の
区
別
は
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
に
は
見
ら

れ
な
い
が
、
内
実
は
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
い
う
「
首
尾
一
貫
し
た
精
神
」
が
「
体
系
的
精
神
」
で
あ
り
、

こ
れ
の
重
要
性
は
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
も
認
め
る
。
し
か
し
、
よ
り
重
要
な
の
は
、「
体
系
的
精
神
」
を
経
験
的
事
実
の
観
察
と
結
合
す
る
こ

と
だ
っ
た
。
現
象
の
原
因
を
探
求
す
る
こ
と
は
確
か
に
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
象
の
原
因
を
計
算
や
他
の
現
象
と
の
比
較
を
行
う
こ

と
な
く
推
測
し
て
も
、
確
実
性
を
備
え
た
科
学
を
構
築
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
物
理
学
に
必
要
な
の
は
観
察
と
計
算
な
の

で
あ
）
18
（
る
。

　

王
太
子
時
代
以
来
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
と
書
簡
で
交
流
し
、『
百
科
全
書
序
論
』
を
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
の
「
傑
）
19
（

作
」
と
讃
え
た
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ

も
ま
た
、
経
験
的
事
実
の
観
察
を
重
視
し
、「
体
系
の
精
神
」
を
批
判
す
る
と
い
う
論
法
を
採
用
し
て
い
る
。『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
家
の
現
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状
に
関
す
る
考
察
』（
一
七
三
七
／
三
八
年
）
で
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
す
で
に
、「
世
界
で
生
じ
る
物
事
に
つ
い
て
正
し
く
精
確
な
観
念
を
得

る
最
良
の
方
法
は
、
物
事
を
比
較
に
よ
っ
て
判
断
し
、
歴
史
か
ら
範
例
を
選
択
し
、
こ
れ
を
現
代
で
生
じ
て
い
る
こ
と
と
対
比
し
、
そ
の

関
係
と
類
似
性
に
着
目
す
る
こ
と
で
あ
）
20
（
る
」
と
述
べ
て
、
政
治
考
察
に
お
け
る
実
証
的
手
続
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
い

わ
ゆ
る
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
反
駁
書
と
し
て
は
最
も
有
名
な
著
作
に
数
え
ら
れ
る
『
反
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
論
』（
一
七
三
九
／
四
〇

年
）
に
お
い
て
、
彼
は
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
に
忠
実
に
従
っ
て
「
体
系
の
精
神
」
を
批
判
す
る
。

体
系
の
精
神
（esprit de systèm

e

）
は
、
い
つ
で
も
人
間
理
性
に
と
っ
て
致
命
的
な
障
害
物
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
真
理
を
把
握
し
た
と
信
じ
る

人
々
、
彼
ら
の
意
見
の
基
盤
を
な
す
い
く
ら
か
の
独
創
的
な
思
想
に
己
惚
れ
て
い
る
人
々
を
欺
い
て
き
た
。
体
系
の
精
神
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

れ
真
理
の
探
究
に
と
っ
て
常
に
致
命
的
な
、
偏
見
に
囚
わ
れ
た
意
見
を
抱
く
。
そ
れ
ゆ
え
、
体
系
の
作
成
者
た
ち
は
、
証
明
よ
り
も
む
し
ろ
小
説
を
構

成
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
古
代
人
の
惑
星
天
、
デ
カ
ル
ト
の
渦
動
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
予
定
調
和
は
、
体
系
の
精
神
（esprit systém

atique

）
に
由

来
す
る
こ
う
し
た
精
神
の
誤
謬
で
あ
）
21
（
る
。

　

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
に
と
っ
て
も
、「
体
系
の
精
神
」
の
持
ち
主
た
ち
の
誤
謬
は
、
経
験
の
軽
視
に
由
来
す
る
。
彼
は
経
験
や
観
察
に
基
づ

か
な
い
で
学
説
体
系
を
構
築
し
た
学
者
た
ち
を
、
現
地
に
直
接
赴
い
て
調
査
せ
ず
に
地
図
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
地
理
学
者
に
例
え
る
。

し
か
し
、「
類
推
」
と
「
経
験
」
を
導
き
手
に
し
て
地
図
に
描
か
れ
た
土
地
を
探
索
し
た
「
航
海
者
た
ち
」
は
、
そ
の
土
地
の
様
子
が
地

図
と
は
全
く
違
う
こ
と
を
発
見
し
た
の
だ
っ
）
22
（
た
。

　

そ
し
て
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
を
こ
う
し
た
「
体
系
の
精
神
」
の
持
ち
主
に
位
置
づ
け
る
。「
体
系
へ
の
熱
中
は
哲
学
者

に
の
み
許
さ
れ
た
熱
狂
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
ま
た
政
治
学
者
の
熱
狂
に
も
な
っ
た
。
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
は
誰
に
も
ま
し
て
こ
れ
を
流
行

さ
せ
た
。
彼
は
、
君
主
は
悪
意
を
持
ち
、
狡
猾
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
ぞ
ま
さ
し
く
、
彼
の
哀
れ
な
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体
系
の
聖
句
な
の
で
あ
）
23
（
る
」。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
理
解
で
は
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
は
、
為
政
者
は
邪
悪
な
行
動
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

主
張
し
、
し
か
も
そ
の
主
張
は
、
デ
カ
ル
ト
の
よ
う
な
「
体
系
の
精
神
」
に
由
来
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
批
判
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、

経
験
に
よ
る
検
証
に
耐
え
な
い
非
実
証
的
な
学
説
を
構
築
し
た
と
述
べ
る
こ
と
に
等
し
い
。

　

こ
う
し
た
批
判
は
、
一
見
す
る
と
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
に
対
す
る
批
判
と
し
て
は
妥
当
性
を
欠
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
マ
キ
ア

ヴ
ェ
リ
は
歴
史
的
事
例
を
数
多
く
援
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
『
君
主
論
』
の
議
論
を
組
み
立
て
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
マ
キ
ア

ヴ
ェ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
批
判
者
た
ち
で
す
ら
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
の
議
論
の
土
台
が
経
験
で
あ
る
こ
と
は
疑
っ
て
い
な
か
っ
た
。
例
え
ば
ピ

エ
ー
ル
・
ベ
ー
ル
は
『
歴
史
批
評
辞
典
』
で
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
の
教
え
が
悪
徳
に
満
ち
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
彼
が
参
考
に
し
た

当
時
の
政
治
が
邪
悪
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
論
じ
る
。「
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
の
師
匠
に
な
っ
た
の
は
こ
の
世
の
あ
り
か
た
の
研
究
と
そ
こ
で

行
な
わ
れ
る
こ
と
の
観
察
で
あ
っ
て
、
書
斎
で
の
空
疎
な
思
索
で
は
な
か
っ
た
。
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
の
本
を
焼
い
て
も
反
駁
し
て
も
訳
し
て

も
註
釈
し
て
も
、
こ
と
統
治
に
関
し
て
は
な
ん
ら
変
わ
る
ま
）
24
（
い
」。

　

こ
れ
に
対
し
て
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
は
意
図
的
に
邪
悪
な
統
治
の
実
例
か
ら
政
治
の
格
率
を
引
き
出
し
た
と
考
え
た
。

『
反
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
論
』
の
冒
頭
で
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
は
、
イ
タ
リ
ア
の
小
君
主
や
暴
君
の
事
例
か
ら
そ
の
格

率
を
引
き
出
し
て
い
る
た
め
に
、
あ
る
べ
き
君
主
で
は
な
く
実
際
の
君
主
の
姿
を
描
き
出
し
て
い
る
と
い
う
見
方
に
も
一
定
の
説
得
力
は

あ
る
。
し
か
し
、
君
主
の
中
に
は
、
テ
ィ
ト
ゥ
ス
、
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
、
マ
ル
ク
ス
＝

ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
の
よ
う
な
善
良
な
君
主
も
存
在
す
る
。

そ
れ
ゆ
え
、「
正
義
と
善
良
さ
に
の
み
基
づ
く
君
主
た
ち
の
真
の
政
治
」
は
、「
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
が
厚
か
ま
し
く
も
公
衆
に
提
示
し
よ
う
と

し
た
、
恐
怖
と
背
信
に
満
ち
た
支
離
滅
裂
な
体
系
」
と
は
全
く
の
別
物
な
の
で
あ
）
25
（

る
。
つ
ま
り
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
良
き
政
治
の

格
率
の
源
泉
と
な
る
べ
き
正
し
く
善
良
な
統
治
の
実
例
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
は
そ
れ
を
無
視
し
て
邪
悪
な
君

主
の
実
例
か
ら
政
治
の
格
率
を
引
き
出
し
た
。
そ
れ
は
、
彼
が
君
主
は
悪
意
を
持
ち
狡
猾
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
結
論
に
合
わ
せ

て
事
例
を
選
択
し
、
こ
の
結
論
に
合
わ
な
い
事
例
を
無
視
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
が
ど
れ
ほ
ど
歴
史
的
事
例
を
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彼
の
政
治
的
格
率
の
材
料
に
し
て
い
た
と
し
て
も
、
彼
の
方
法
論
は
「
体
系
の
精
神
」
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
批
判
は
、
あ
る
い
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
が
あ
ら
ゆ
る
体
系
を
否
定
し
た
か
の
よ
う
な
印
象
を
与

え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
が
「
体
系
の
精
神
」
を
批
判
し
な
が
ら
「
首
尾
一
貫
し
た
精
神
」
を
称
賛
し
、
ダ
ラ
ン

ベ
ー
ル
が
「
体
系
的
精
神
」
と
実
証
的
手
続
の
結
合
を
唱
え
た
の
と
同
じ
く
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
も
ま
た
、
為
政
者
の
行
動
は
首
尾
一
貫
し

た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
論
じ
た
。

理
性
的
な
人
間
は
み
な
、
特
に
、
他
人
を
支
配
す
る
よ
う
天
が
定
め
た
人
は
、
幾
何
学
の
証
明
と
同
じ
く
ら
い
熟
慮
さ
れ
連
関
し
て
い
る
行
動
計
画
を

作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
全
て
に
お
い
て
こ
う
し
た
体
系
に
従
う
こ
と
が
、
首
尾
一
貫
し
て
行
動
し
、
自
ら
の
目
的
か
ら
決
し
て
外
れ
な

い
方
法
だ
ろ
）
26
（
う
。

　

す
な
わ
ち
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
、「
体
系
の
精
神
」
に
陥
る
こ
と
な
く
「
体
系
」
を
作
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
統
治
者
が
目
的
を
達
成
す

る
た
め
に
は
、「
体
系
」
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
統
治
者
が
作
る
体
系
は
、
自
然
科
学
が
経
験
的
事
実
の
観
察
か
ら
出
発
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
、
経
験
的
事
実
と
適
合
す
る
、「
実
証
的
な
」
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
体
系
の
精
神
」
批
判
か
ら
読
み
取

れ
る
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
基
本
的
な
考
え
方
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
体
系
」
の
具
体
像
は
第
五
章
で
示
す
こ
と
と
し
て
、

次
章
で
は
ま
ず
、
彼
が
ど
の
よ
う
に
体
系
の
原
理
と
な
る
べ
き
統
治
の
目
的
を
設
定
し
て
い
る
の
か
を
見
て
い
く
。

三　

君
主
義
務
論
と
社
会
契
約
論

　

屋
敷
二
郎
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
政
治
思
想
の
一
貫
し
た
構
造
を
「
君
主
義
務
論
を
媒
介
項
と
し
た
、
社
会
契
約
論
と
親
政
・
権
力
政
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策
と
の
相
補
的
協
働
関
係
」
と
定
式
化
し
て
い
）
27
（
る
。
こ
の
考
え
方
を
最
も
明
瞭
に
示
し
て
い
る
の
が
、『
反
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
論
』
で
「
君

主
の
起
源
」
を
説
明
し
た
次
の
箇
所
で
あ
る
。

人
民
は
、
自
ら
の
安
寧
と
保
全
の
た
め
に
は
、
紛
争
を
規
律
す
る
裁
判
官
、
自
ら
の
財
産
を
保
持
す
る
た
め
に
敵
か
ら
人
民
を
保
護
す
る
守
護
者
、
人

民
の
様
々
な
利
害
を
ま
と
め
て
唯
一
共
通
の
利
害
に
す
る
主
権
者
を
持
つ
こ
と
を
不
可
欠
だ
と
考
え
、
そ
の
た
め
人
民
の
中
か
ら
、
最
も
賢
明
で
、
最

も
公
平
で
、
最
も
無
私
で
、
最
も
人
間
的
で
、
最
も
勇
敢
だ
と
人
民
が
考
え
た
人
を
選
出
し
て
、
人
民
を
統
治
さ
せ
、
全
て
の
政
務
の
過
酷
な
重
圧
を

我
慢
さ
せ
た
の
で
あ
）
28
（

る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
主
権
者
の
目
的
は
「
正
義
」
で
あ
り
、
彼
は
他
の
利
害
よ
り
も
「
人
民
の
幸
福
」
を
優
先
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
要
す

る
に
、
主
権
者
は
「
国
家
第
一
の
下
僕
」
で
あ
）
29
（
る
。
逆
に
、
こ
う
し
た
規
範
に
反
す
る
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
の
学
説
は
、
妥
当
性
を
欠
く
学
説

の
象
徴
で
あ
る
渦
動
説
に
擬
さ
れ
る
。「
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
の
格
率
は
、
デ
カ
ル
ト
の
体
系
が
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
そ
れ
に
矛
盾
す
る
の
と
同
じ

く
、
善
き
道
徳
と
矛
盾
す
る
。
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
は
渦
動
が
全
て
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
に
お
い
て
は
利
害
が
全
て
な
の

で
あ
）
30
（
る
」。

　

も
っ
と
も
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
政
治
言
語
に
社
会
契
約
論
と
君
主
義
務
論
が
確
認
さ
れ
る
と
い
う
理
由
で
直
ち
に
彼
の
政
治
思
想
を
啓

蒙
主
義
的
と
呼
ぶ
こ
と
は
早
計
で
あ
る
。
ま
ず
君
主
義
務
論
に
関
し
て
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
、
啓
蒙
主
義
者
に
よ
っ
て
も
称
賛
さ
れ
）
31
（
る

フ
ェ
ヌ
ロ
ン
の
『
テ
レ
マ
ッ
ク
の
冒
険
』（
一
六
九
九
年
）
は
君
主
の
理
想
像
を
描
き
出
し
て
い
る
と
考
え
）
32
（

た
。
彼
に
よ
れ
ば
、『
テ
レ

マ
ッ
ク
』
に
は
「
紳
士
の
性
格
、
善
意
、
正
義
、
公
平
が
、
要
す
る
に
最
高
度
の
徳
が
全
て
」
存
在
す
る
が
、『
君
主
論
』
に
は
、「
凶
悪

さ
、
奸
計
、
不
実
、
背
信
、
あ
ら
ゆ
る
犯
罪
」
し
か
見
出
さ
れ
な
）
33
（

い
。
実
際
、
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
に
よ
れ
ば
、
王
は
、「
臣
民
の
父
親
」
と
し

て
、「
賢
慮
」
と
「
節
制
」
に
よ
っ
て
、「
多
く
の
人
間
の
至
福
」
に
奉
仕
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
王
は
、
華
美
を
避
け
、
勤
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勉
に
政
務
に
励
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
王
の
役
目
は
、
外
敵
か
ら
祖
国
を
守
り
、
人
民
を
有
徳
に
し
、
そ
の
福
祉
を
促
進
す
る
「
裁
定

者
」
で
あ
る
こ
と
に
あ
る
。「
神
々
が
自
分
を
王
に
仕
立
て
た
の
は
、
自
分
の
利
益
を
図
る
た
め
で
は
決
し
て
な
い
。
人
民
あ
っ
て
の
王

で
あ
り
、
自
分
の
治
世
、
心
遣
い
、
感
情
の
す
べ
て
を
人
民
に
負
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
自
分
の
身
を
顧
み
る
こ
と
な
く
、
公
共
の
幸

福
に
献
身
す
る
と
き
、
は
じ
め
て
王
位
に
値
す
）
34
（
る
」。

　

従
来
の
研
究
で
は
、「
国
家
第
一
の
下
僕
」
と
い
う
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
が
好
ん
だ
表
現
の
由
来
と
し
て
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ

る
）
35
（

。
し
か
し
、
Ｂ
・
シ
ュ
ト
ル
ベ
ル
ク
＝

リ
リ
ン
ガ
ー
は
、
マ
イ
ネ
ッ
ケ
な
ど
が
啓
蒙
主
義
的
と
見
な
し
た
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
人
間
性
を

重
視
す
る
思
想
は
、
西
欧
の
帝
王
学
の
伝
統
に
根
ざ
し
て
い
る
と
指
摘
す
）
36
（

る
。「
国
家
第
一
の
下
僕
」
と
い
う
表
現
だ
け
で
は
な
く
、
君

主
の
統
治
の
目
的
は
人
民
の
幸
福
の
実
現
で
あ
り
、
君
主
は
様
々
な
徳
を
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
が
主
張
す
る

時
、
彼
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
「
善
き
道
徳
」
は
、
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
が
描
い
た
よ
う
な
伝
統
的
な
君
主
道
徳
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
君
主
義
務

論
に
関
し
て
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
議
論
は
啓
蒙
主
義
以
前
か
ら
見
ら
れ
る
思
想
的
伝
統
と
関
連
し
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
、
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
が
王
権
神
授
説
を
奉
じ
て
い
）
37
（

た
の
に
対
し
て
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
君
主
の
義
務
を
契
約
論
的
構
成
か
ら
導
出

す
る
。
こ
れ
は
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
啓
蒙
主
義
的
思
考
様
式
の
特
徴
と
見
な
さ
れ
て
き
）
38
（
た
。
し
か
し
問
題
は
、
Ｐ
・
バ
ウ
ム
ガ
ル
ト
が
指
摘

す
る
よ
う
）
39
（

に
、
啓
蒙
主
義
の
思
想
財
と
自
然
法
論
の
そ
れ
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
契
約
論

は
、
君
主
義
務
論
と
同
様
に
、
啓
蒙
主
義
に
大
き
く
影
響
を
与
え
た
か
も
し
れ
な
い
が
啓
蒙
主
義
者
と
は
見
な
さ
れ
な
い
人
々

―
例
え

ば
ホ
ッ
ブ
ズ
や
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス

―
が
精
緻
化
し
た
学
説
だ
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
ト
は
、
結
合
契
約
と
服
従
契
約
と
い
う

二
重
の
契
約
を
想
定
す
る
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
図
式
は
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
自
然
法
論
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
）
40
（

る
。

　

こ
の
二
重
契
約
の
図
式
を
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
晩
年
に
な
っ
て
明
確
に
提
示
し
た
。『
政
体
と
主
権
者
の
義
務
に
関
す
る
試
論
』（
一
七
七

七
年
）
で
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
、
為
政
者
の
歴
史
的
起
源
を
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
人
類
は
元
来
、
社
会
を
形
成
す
る
こ
と
な
く
生
活
し
て

い
た
。
し
か
し
、
他
の
集
団
の
「
暴
力
と
略
奪
」
に
よ
っ
て
財
産
が
脅
か
さ
れ
る
こ
と
を
憂
慮
し
た
諸
家
族
が
、
共
同
防
衛
の
た
め
に
社
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会
を
形
成
す
る
に
至
っ
た
。
社
会
が
一
旦
形
成
さ
れ
た
後
に
は
、
他
人
の
生
命
と
財
産
を
尊
重
し
、
仮
に
こ
れ
が
脅
か
さ
れ
れ
ば
共
同
で

防
衛
す
る
義
務
が
生
じ
た
。「
他
人
が
我
々
に
対
し
て
し
て
ほ
し
い
こ
と
と
同
じ
こ
と
を
他
人
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
偉
大
な

真
理
が
、
法
律
と
社
会
契
約
（pacte social

）
の
原
理
に
な
っ
）
41
（
た
」。
こ
の
社
会
契
約
の
後
に
続
く
の
が
政
治
的
権
威
の
創
設
、
近
代
自
然

法
論
の
表
現
で
い
え
ば
服
従
契
約
で
あ
る
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
人
々
が
互
い
に
助
け
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
法
律
を

維
持
す
る
た
め
に
、
人
民
に
よ
っ
て
為
政
者
が
選
出
さ
れ
た
。「
こ
の
為
政
者
が
国
家
第
一
の
下
僕
で
あ
）
42
（

る
」。

　

為
政
者
が
契
約
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
る
政
治
の
目
的
を
遵
守
す
る
保
証
を
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
、
人
間
の
自
己
愛
（am

our-propre

）
に

求
め
た
。
自
己
愛
が
社
会
形
成
の
原
理
だ
と
し
た
ヴ
ォ
ル
テ
ー
）
43
（

ル
と
同
様
に
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
、
自
己
愛
が
「
我
々
の
徳
、
し
た
が
っ

て
世
界
の
幸
福
の
原
理
」
で
あ
る
と
述
べ
）
44
（
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
人
民
が
為
政
者
を
選
出
す
る
の
は
、「
自
ら
の
安
寧
と
保
全
」
の

た
め
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
自
己
愛
の
原
理
が
、
為
政
者
が
道
徳
に
適
っ
た
行
動
を
と
る
べ
き
理
由
と
し
て
機
能
す
る
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ

に
よ
れ
ば
、
悪
徳
を
為
政
者
に
推
奨
す
る
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
は
自
己
矛
盾
し
て
い
る
。
彼
は
君
主
権
を
維
持
す
る
た
め
に
は
平
民
や
貴
族
か

ら
気
に
入
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、「
平
民
と
貴
族
に
愛
さ
れ
る
た
め
に
は
、
誠
実
と
徳
の
資
質
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
君
主
は
人
間
的
で
慈
愛
に
溢
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
45
（
い
」。
つ
ま
り
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
、
伝
統
的
に
重
視
さ
れ
て
き
た
徳
目
を

守
る
こ
と
が
、
君
主
自
身
の
地
位
を
守
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
主
張
す
る
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
に
と
っ
て
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
が
私
人
か
ら
支

配
者
に
な
っ
た
「
新
し
い
君
主
」
の
模
範
と
見
な
し
た
チ
ェ
ー
ザ
レ
・
ボ
ル
ジ
ア
）
46
（
は
、
暗
殺
、
虐
殺
、
財
産
の
強
奪
な
ど
の
罪
を
犯
し
た

「
悪
魔
が
地
上
に
吐
き
出
し
た
最
も
忌
む
べ
き
怪
物
」
で
あ
）
47
（

り
、
絶
対
に
模
倣
し
て
は
な
ら
な
い
人
物
だ
っ
た
。
彼
を
模
倣
す
れ
ば
、
君

主
は
自
ら
の
地
位
や
生
命
を
も
失
い
か
ね
な
い
。「
チ
ェ
ー
ザ
レ
・
ボ
ル
ジ
ア
は
、
そ
の
残
酷
さ
と
背
信
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
不
幸
極
ま

り
な
い
最
期
を
迎
え
た
。
マ
ル
ク
ス=

ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
、
玉
座
に
の
ぼ
っ
た
か
の
哲
人
は
、
常
に
善
良
、
常
に
有
徳
で
、
死
ぬ
ま
で
決
し

て
運
命
が
も
た
ら
す
不
運
を
被
ら
な
か
っ
）
48
（

た
」。
そ
れ
ゆ
え
、
伝
統
的
な
道
徳
が
力
を
持
つ
世
界
で
は
、
そ
れ
に
従
っ
た
行
動
を
す
る
こ

と
が
君
主
の
利
益
に
な
る
。「
主
権
者
の
真
の
利
害
は
主
権
者
が
正
し
く
あ
る
こ
と
を
要
求
す
）
49
（
る
」。
こ
の
点
で
も
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
、
マ
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キ
ア
ヴ
ェ
リ
の
政
治
的
格
率
は
非
実
証
的
だ
と
考
え
て
い
る
。
チ
ェ
ー
ザ
レ
・
ボ
ル
ジ
ア
の
よ
う
な
邪
悪
な
君
主
は
為
政
者
の
模
範
た
り

え
な
い
と
主
張
す
る
時
に
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
、
五
賢
帝
に
数
え
ら
れ
る
マ
ル
ク
ス=

ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
と
い
う
実
例
を
援
用
し
た
。
人
民

の
幸
福
を
実
現
す
る
こ
と
に
邁
進
す
る
有
徳
な
君
主
こ
そ
が
、
自
己
の
生
命
や
地
位
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
は
、
歴
史
的
・
経

験
的
に
証
明
さ
れ
る
。
こ
れ
が
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
考
え
で
あ
っ
た
。

四　

世
襲
君
主
政
の
正
当
化

　

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
、
社
会
形
成
と
為
政
者
の
起
源
を
人
間
の
自
己
愛
に
求
め
た
。
そ
し
て
様
々
な
政
体
の
起
源
も
、
そ
れ
に
求
め
ら
れ

る
。「
最
大
限
可
能
な
幸
福
を
得
る
よ
う
人
を
駆
り
立
て
る
人
間
の
一
般
的
本
能
が
、
様
々
な
政
体
が
生
じ
る
き
っ
か
け
に
な
っ
）
50
（

た
」。
し

か
し
様
々
な
政
体
の
中
で
も
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
、
世
襲
君
主
政
が
最
も
優
れ
た
政
体
だ
と
見
な
し
た
。
こ
の
結
論
は
当
時
の
自
然
法
論
に

お
い
て
必
ず
し
も
一
般
的
で
は
な
い
。
例
え
ば
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
に
と
っ
て
、
ど
の
政
体
が
優
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題

は
、
公
共
の
福
祉
と
安
全
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
の
に
最
も
効
率
の
よ
い
手
段
は
ど
れ
か
と
い
う
問
題
に
等
し
か
っ
た
が
、
彼
は
君
主

政
と
貴
族
政
と
共
和
政
（Politie

）
の
い
ず
れ
に
も
長
所
と
短
所
が
あ
る
と
論
じ
）
51
（
た
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
も
確
か
に
、
様
々
な
政
体
を
比
較

し
て
そ
の
長
短
を
論
じ
る
が
、
そ
の
際
に
彼
は
、
歴
史
的
・
経
験
的
事
例
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
襲
君
主
政
が
相
対
的
に
最
も

優
れ
た
政
体
だ
と
論
じ
る
。
以
下
で
は
そ
の
論
理
を
追
っ
て
い
く
。

　

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
一
方
で
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
が
主
に
念
頭
に
置
か
れ
た
共
和
政
の
卓
越
性
を
主
張
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
共

和
政
は
、「
賢
明
な
法
律
を
支
え
と
し
て
、
市
民
の
自
由
を
、
そ
れ
を
抑
圧
し
か
ね
な
い
も
の
全
て
に
対
し
て
保
全
し
、
共
和
国
の
構
成

員
の
間
に
あ
る
種
の
平
等
を
作
り
出
す
」
政
体
で
あ
り
、
こ
れ
は
、「
自
由
の
感
情
以
上
に
我
々
の
存
在
と
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い

感
情
」
は
な
い
た
め
、「
自
然
状
態
」
に
最
も
近
い
政
体
で
あ
）
52
（

る
。
共
和
政
が
人
間
の
本
性
に
適
っ
て
い
る
と
い
う
主
張
は
、
共
和
政
が
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最
も
優
れ
た
政
体
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
予
想
さ
せ
る
。
実
際
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
共
和
政
の
利
点
を
強
調
す
る
。

「
最
も
完
成
さ
れ
た
政
体
は
き
ち
ん
と
運
営
さ
れ
る
王
政
で
あ
る
と
い
う
の
が
正
し
い
な
ら
ば
、
そ
れ
に
劣
ら
ず
確
実
な
の
は
、
共
和
政

は
そ
の
制
度
の
目
的
を
よ
り
迅
速
に
達
成
し
、
よ
り
上
手
に
維
持
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
よ
い
王
は
死
ぬ
が
、
賢
明

な
法
律
は
不
死
だ
か
ら
で
あ
）
53
（
る
」。
つ
ま
り
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
共
和
政
は
、
政
体
の
安
定
性
と
い
う
点
で
君
主
政
よ
り
も
優
れ

て
い
る
。
し
か
し
共
和
政
の
安
定
性
の
要
因
は
、
多
数
の
人
間
の
政
治
参
加
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
賢
明
な
法
律
に
あ
る
。「
統
治
の
諸

部
門
が
本
質
的
に
連
関
し
て
い
る
全
体
を
立
法
者
の
賢
慮
が
形
成
し
た
た
め
に
、
共
和
政
の
基
本
法
に
衝
撃
を
加
え
れ
ば
こ
れ
を
根
本
か

ら
覆
す
こ
と
に
な
る
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。
す
な
わ
ち
、
基
本
法
を
廃
止
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
と
結
合
し
、
調
和
し
、
完
全
な
体
系
を
形

成
す
る
因
果
連
関
を
通
じ
て
、
統
治
の
諸
部
門
を
破
壊
す
る
こ
と
に
等
し
）
54
（
い
」。
つ
ま
り
、
共
和
政
と
は
、
賢
明
な
立
法
者
が
作
成
し
た

「
基
本
法
」
が
政
体
の
中
心
と
な
っ
た
「
体
系
」
な
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、「
体
系
」
の
中
心
で
あ
る
基
本
法
は
人
間
の
情
念
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
都
市
共
和
国
、
共
和

政
ロ
ー
マ
が
崩
壊
し
た
原
因
は
、「
情
念
に
よ
っ
て
目
が
く
ら
み
、
個
人
の
幸
福
を
祖
国
の
利
害
よ
り
も
優
先
し
、
社
会
契
約
を
引
き
裂

き
、
彼
ら
が
属
す
る
共
同
体
の
敵
と
し
て
行
動
し
た
市
民
た
ち
」
で
あ
）
55
（
る
。
共
和
政
は
、
賢
明
な
法
律
と
市
民
の
自
由
を
掘
り
崩
す
こ
う

し
た
要
因
に
永
久
に
耐
え
抜
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
共
和
政
が
専
制
に
堕
落
す
る
こ
と
は
、「
共
和
政
の
全
て
を
待
ち
受
け

る
避
け
ら
れ
な
い
不
幸
」
で
あ
）
56
（
る
。
こ
こ
で
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
自
ら
の
主
張
を
裏
づ
け
る
た
め
に
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
王
フ
ィ
リ
ッ
ポ
ス
二
世

に
対
抗
し
な
が
ら
そ
の
息
子
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
に
屈
服
し
た
ア
テ
ナ
イ
、
共
和
政
か
ら
帝
政
に
移
行
し
た
ロ
ー
マ
、
チ
ャ
ー
ル
ズ

一
世
を
処
刑
し
な
が
ら
護
国
卿
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
に
服
従
し
た
内
乱
期
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
事
例
を
持
ち
出
）
57
（

す
。
こ
う
し
た
事
例
か
ら
、
フ

リ
ー
ド
リ
ヒ
は
次
の
よ
う
な
歴
史
観
を
導
き
出
す
。「
人
々
が
生
ま
れ
、
し
ば
ら
く
の
間
は
生
き
る
が
、
病
気
や
老
衰
で
死
ぬ
よ
う
に
、

共
和
国
も
、
形
成
さ
れ
、
何
世
紀
か
は
栄
え
る
が
、
最
後
に
は
一
人
の
市
民
の
挑
戦
や
敵
国
の
武
力
に
よ
っ
て
滅
亡
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
も

の
に
は
決
ま
っ
た
時
間
が
あ
り
、
最
も
偉
大
な
君
主
国
や
帝
国
に
さ
え
、
わ
ず
か
な
時
間
し
か
な
い
。
世
界
に
お
い
て
、
変
化
と
破
壊
の
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法
則
に
服
さ
な
い
も
の
は
何
も
な
）
58
（
い
」。
し
た
が
っ
て
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
が
共
和
政
の
不
安
定
性
を
主
張
す
る
と
き
、
そ
の
論
拠
は
共
和
政

の
一
般
的
定
義
で
は
な
く
、
歴
史
的
事
例
で
あ
る
。
こ
う
し
た
論
法
を
採
用
す
る
こ
と
は
、
彼
に
と
っ
て
、「
体
系
の
精
神
」
批
判
と
平

仄
を
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
不
可
避
で
あ
っ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
君
主
政
も
こ
の
「
変
化
と
破
壊
の
法
則
」
に
服
す
る
。
君
主
政
は
一
個
人
の
「
恣
意
」
に
依
存
す
る
た
め
に
、
君
主
が
変

わ
る
ご
と
に
、
統
治
原
理
も
変
わ
っ
て
し
ま
い
、
安
定
し
た
統
治
を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
）
59
（

い
。
そ
れ
ゆ
え
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
次
の

よ
う
に
結
論
づ
け
る
。

脆
弱
性
と
不
安
定
性
は
人
間
の
作
品
か
ら
切
り
離
せ
な
い
。
君
主
政
と
共
和
政
が
体
験
す
る
大
変
革
の
原
因
は
、
自
然
の
不
変
の
法
則
に
あ
る
。
人
間

の
情
念
は
、
こ
の
大
劇
場
に
新
た
な
装
飾
を
持
ち
込
み
動
か
す
歯
車
と
し
て
役
に
立
ち
、
あ
る
人
々
の
勇
ま
し
い
欲
望
は
、
他
の
人
々
が
弱
い
た
め
に

守
れ
な
い
も
の
を
奪
取
し
、
野
心
が
共
和
政
を
転
覆
し
、
術
策
が
素
朴
さ
を
圧
倒
す
る
こ
と
も
時
に
あ
る
と
い
う
の
は
、
明
白
で
あ
）
60
（
る
。

　

国
家
が
「
人
間
の
作
品
」
で
あ
る
限
り
、
共
和
政
で
あ
れ
君
主
政
で
あ
れ
、
そ
れ
は
常
に
情
念
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
る
危
険
に
晒
さ
れ

て
い
る
。
共
和
政
に
お
け
る
賢
明
な
立
法
者
が
作
成
し
た
法
律
は
、
こ
の
危
険
に
対
抗
す
る
手
段
だ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
古
代
ギ
リ

シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
共
和
政
は
、
情
念
に
従
っ
て
行
動
す
る
市
民
た
ち
の
策
謀
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
間
の
「
自
然
状

態
」
に
近
い
か
ら
と
い
う
理
由
で
共
和
政
が
君
主
政
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
結
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
逆
に
、
情
念
に
囚
わ
れ
た
人

間
の
活
動
を
抑
制
す
る
有
徳
な
君
主
が
い
れ
ば
、
君
主
政
は
共
和
政
に
優
越
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
も
し
君
主
政
が
共
和
政
に
勝
る
こ

と
を
欲
す
る
な
ら
、
…
…
主
権
者
は
活
動
的
で
正
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
全
力
を
挙
げ
て
、
彼
に
定
め
ら
れ
た
職
務
を
遂
行
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
）
61
（

い
」。

　

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
、
こ
う
し
た
有
徳
な
君
主
が
出
現
す
る
可
能
性
は
、
人
民
が
国
王
を
選
ぶ
選
挙
王
政
に
お
い
て
よ
り
も
、
世
襲
君
主
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政
に
お
い
て
の
ほ
う
が
高
い
と
考
え
た
。
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
ド
ル
バ
ッ
ク
に
対
す
る
論
駁
書
『「
自
然
の
体
系
」
の
批
判
的
検
討
』

（
一
七
七
〇
年
）
か
ら
読
み
取
れ
る
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
ド
ル
バ
ッ
ク
は
、
臣
民
が
主
権
者
に
不
満
を
抱
い
て
い
る
場
合
、
彼
を

廃
位
す
る
権
利
が
臣
民
に
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
、
人
民
に
よ
る
廃
位
権
を
認
め
る
た
め
に
は
い
く
つ
か
の
条
件
が
満
た
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
、
君
主
を
裁
く
臣
民
が
「
賢
明
で
公
平
」
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
条
件
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る

と
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
考
え
る
。
次
に
、
王
位
継
承
候
補
者
た
ち
が
、
策
略
や
陰
謀
を
用
い
て
王
位
を
狙
う
こ
と
が
な
い
こ
と
。
最
後
に
、

退
位
さ
せ
ら
れ
た
国
王
の
一
族
が
根
絶
さ
れ
る
こ
と
。
こ
の
方
策
が
採
用
さ
れ
な
い
と
、
前
国
王
の
一
族
が
内
戦
の
原
因
と
な
り
、
王
位

継
承
候
補
者
た
ち
が
現
国
王
に
反
抗
す
る
よ
う
臣
民
を
扇
動
し
て
王
権
を
狙
う
。「
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
政
体
は
絶
え
ず
、
外
国

と
の
戦
争
よ
り
も
何
千
倍
も
危
険
な
内
戦
に
晒
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
）
62
（
う
」。
選
挙
王
政
が
内
戦
を
惹
起
す
る
、
あ
る
い
は
そ
の
混
乱

に
つ
け
込
む
諸
外
国
と
の
戦
争
に
つ
な
が
る
と
い
う
想
定
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
に
と
っ
て
机
上
の
空
論
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
、
ポ
ー
ラ

ン
ド
や
ド
イ
ツ
の
司
教
領
の
事
例
を
援
用
し
て
、
選
挙
王
政
の
危
険
性
を
根
拠
づ
け
）
63
（
る
。
こ
う
し
た
事
実
を
考
慮
し
な
い
ド
ル
バ
ッ
ク
は
、

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
に
と
っ
て
は
、「
体
系
の
精
神
」
の
持
ち
主
で
あ
る
。
彼
は
ド
ル
バ
ッ
ク
を
、「
我
々
の
著
者
が
陥
っ
た
誤
謬
は
全
て
、
体

系
の
精
神
（esprit systém

atique

）
に
由
来
す
る
」
と
批
判
し
、「
自
ら
の
観
念
を
一
般
化
し
て
、
彼
は
、
彼
の
体
系
に
矛
盾
す
る
他
の
制

約
条
件
と
経
験
的
真
理
を
見
出
す
こ
と
に
な
っ
た
」
と
嘲
笑
す
）
64
（

る
。

　

も
っ
と
も
、
世
襲
君
主
政
に
は
、
君
主
に
必
要
な
素
質
の
持
ち
主
が
絶
え
ず
一
つ
の
家
に
現
れ
る
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
く
、
資
質
を

欠
く
人
間
が
即
位
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
不
利
益
が
あ
る
。
し
か
し
、
王
位
を
う
か
が
う
者
た
ち
が
引
き
起
こ
す
内
戦
の
回
避
と
い

う
消
極
的
な
利
益
の
ほ
か
に
も
、
世
襲
君
主
政
に
は
積
極
的
な
利
益
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
世
襲
君
主
の
ほ
う
が
か
え
っ
て
公
共
の
福
祉
を

実
現
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
自
ら
の
子
孫
が
王
位
を
継
承
す
る
と
確
信
し
て
い
れ
ば
、
君
主
は
家
の
利
益
の
た
め
に
働
き
、
そ
れ

が
、
彼
が
自
ら
の
「
世
襲
財
産
（patrim

oine

）」
と
見
な
す
国
家
の
た
め
に
働
く
こ
と
に
つ
な
が
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
選
挙
王
政
に
お

い
て
は
、
王
位
は
子
息
に
継
承
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
た
め
、
君
主
は
自
身
の
利
益
し
か
考
え
ず
、「
仮
占
有
物
（possession 
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précaire

）」
と
彼
が
見
な
す
国
家
の
た
め
に
働
く
こ
と
は
な
）
65
（
い
。
こ
の
よ
う
に
比
較
衡
量
し
た
結
果
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
次
の
よ
う
な
結

論
を
出
す
。「
公
衆
を
啓
蒙
す
る
の
に
十
分
な
洞
察
力
を
持
っ
て
い
る
と
思
う
の
な
ら
、
不
平
を
言
わ
れ
て
い
る
害
悪
よ
り
も
質
の
悪
い

方
策
を
提
案
し
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
事
態
を
改
善
で
き
な
い
の
な
ら
、
古
来
の
慣
習
、
と
り
わ
け
、
確
立
さ
れ
た

法
律
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
66
（
い
」。
つ
ま
り
、
世
襲
君
主
政
の
優
位
は
歴
史
的
に
正
当
化
さ
れ
る
。
相
対
的
に
安
定
し
た
制
度
を
従

来
か
ら
提
供
し
て
き
た
世
襲
君
主
政
は
、
ま
さ
に
そ
の
持
続
性
に
よ
っ
て
、
選
挙
王
政
よ
り
も
優
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

改
善
が
見
込
め
な
い
な
ら
古
来
の
慣
習
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
議
論
に
内
在
す
る
あ
る
種

の
保
守
的
発
想
を
窺
わ
せ
る
。
こ
の
発
想
は
、
農
奴
制
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
も
姿
を
見
せ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
農
奴
制
は
確
か
に

「
野
蛮
な
風
習
」
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
風
習
は
、「
土
地
の
所
有
者
と
そ
こ
に
入
植
し
た
人
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
昔
の
契
約
」
に
由
来

す
る
た
め
、
こ
れ
を
一
挙
に
廃
止
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
農
業
は
激
変
し
、
そ
し
て
貴
族
に
国
庫
か
ら
補
償
金
を
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
く

な
）
67
（
る
。
も
ち
ろ
ん
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
、
農
奴
制
廃
止
の
可
能
性
を
原
理
的
に
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
彼
は
、
農
奴
制
を

廃
止
し
た
場
合
に
領
主
に
払
う
べ
き
補
償
に
よ
っ
て
被
る
国
家
の
損
失
を
、
奴
隷
状
態
に
あ
る
人
間
の
不
幸
よ
り
も
重
く
見
た
。
そ
れ
ゆ

え
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
旧
来
の
慣
習
を
尊
重
し
た
ほ
う
が
よ
い
と
結
論
づ
け
る
。

　

実
の
と
こ
ろ
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
宗
教
政
策
も
ま
た
、
宗
派
間
対
立
を
防
ぎ
政
治
的
安
定
性
を
確
保
す
る
と
い
う
政
治
目
的
の
文
脈
で

語
る
こ
と
が
で
き
）
68
（
る
。
王
家
が
人
口
比
で
は
少
数
派
の
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
に
属
す
る
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
い
て
、
諸
宗
派
の
共
存
を
図
る
こ
と

は
当
然
の
政
策
で
あ
っ
）
69
（

た
。
し
か
し
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
、
も
し
寛
容
政
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
、
国
益
が
損
な
わ
れ
る
だ
ろ
う
と
予
想
す

る
。「
も
し
場
違
い
な
情
熱
に
駆
ら
れ
た
主
権
者
が
、
こ
れ
ら
の
宗
派
の
一
つ
に
肩
入
れ
す
る
気
を
起
こ
せ
ば
、
ま
ず
党
派
が
形
成
さ
れ
、

争
論
が
熱
を
帯
び
、
迫
害
が
徐
々
に
始
ま
り
、
し
ま
い
に
は
、
迫
害
さ
れ
た
宗
派
が
祖
国
を
離
れ
、
何
千
も
の
臣
民
が
、
そ
の
数
と
勤
勉

さ
に
よ
っ
て
、
隣
国
を
富
ま
せ
る
こ
と
に
な
ろ
）
70
（

う
」。
そ
れ
ゆ
え
主
権
者
は
特
定
の
宗
派
を
支
持
し
て
は
な
ら
な
い
。
君
主
は
、
ど
の
宗

派
の
教
義
が
よ
り
優
れ
て
い
る
か
と
い
う
宗
教
的
観
点
か
ら
で
は
な
く
、
安
定
し
た
秩
序
の
維
持
や
国
益
の
増
進
と
い
う
政
治
的
観
点
か
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ら
宗
派
の
統
制
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
『
政
治
遺
訓
』（
一
七
五
二
年
）
で
宗
派
統
制
の
具
体
的
方
針
を
次
の
よ

う
に
記
述
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
プ
ロ
イ
セ
ン
に
必
要
な
の
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
の
貿
易
の
た
め
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
継
承

戦
争
で
獲
得
し
た
シ
ュ
レ
ジ
エ
ン
に
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
忠
実
な
カ
ト
リ
ッ
ク
、
あ
る
い
は
イ
エ
ズ
ス
会
士
が
暮
ら
し
て
い
る
が
、
こ

れ
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
出
身
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
を
配
置
し
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
へ
の
忠
誠
心
が
領
民
に
蔓
延
る
こ
と
を
予
防
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
）
71
（

い
。
以
上
の
よ
う
に
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
が
寛
容
政
策
に
お
い
て
重
視
し
た
の
は
、
寛
容
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
政
治
的
メ

リ
ッ
ト
で
あ
っ
た
。

　

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
が
世
襲
君
主
政
を
相
対
的
に
優
れ
た
政
体
だ
と
見
な
す
際
、
彼
が
重
視
し
て
い
る
の
は
、
ど
の
政
体
が
国
家
の
安
定
性

を
供
給
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
賢
明
な
法
律
を
持
つ
古
代
の
共
和
政
は
そ
の
問
題
を
ク
リ
ア
し
て
い
る
。
し
か
し
、
選
挙
王

政
と
い
う
形
態
は
、
賢
明
か
つ
公
平
な
判
断
を
下
す
人
民
が
存
在
せ
ず
、
後
継
者
争
い
に
よ
っ
て
国
家
の
安
定
性
を
損
な
う
と
予
想
さ
れ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ま
で
相
対
的
に
見
て
安
定
し
た
秩
序
を
提
供
し
て
き
た
世
襲
君
主
政
が
、
欠
点
は
あ
る
に
せ
よ
、
安
定
性
の
問
題

を
解
決
で
き
る
。
国
家
の
安
定
性
を
重
視
す
る
考
え
方
は
、
以
上
で
見
た
よ
う
に
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
農
奴
制
論
や
寛
容
政
策
論
に
お
い

て
も
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
。
そ
し
て
以
上
の
議
論
を
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
、「
体
系
の
精
神
」
批
判
と
矛
盾
し
な
い
よ
う
に
、
経
験
的
・

歴
史
的
事
例
に
よ
っ
て
論
証
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

五　

君
主
の
親
政
と
「
体
系
」

　

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
に
と
っ
て
、
統
治
の
目
的
は
人
民
の
幸
福
で
あ
る
が
、
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
そ
の
内
実
に
お
い
て
非
常
に
比
重
が
高

い
の
が
、
政
治
・
社
会
秩
序
の
安
定
性
で
あ
っ
た
。
共
和
政
も
選
挙
王
政
も
、
安
定
し
た
秩
序
を
失
い
無
政
府
状
態
に
転
化
す
る
こ
と
が

歴
史
的
・
経
験
的
に
証
明
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
安
定
性
を
達
成
す
る
た
め
の
最
良
の
選
択
肢
は
世
襲
君
主
政
で
あ
る
と
フ
リ
ー
ド
リ
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ヒ
は
論
じ
た
。
そ
の
上
で
彼
は
、
世
襲
君
主
政
の
中
で
も
、
君
主
自
身
が
統
治
を
主
宰
す
る
親
政
が
最
も
優
れ
て
い
る
と
考
え
た
。

　

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
に
先
行
す
る
思
想
家
た
ち
の
中
で
も
、
君
主
に
よ
る
親
政
の
利
点
を
強
調
す
る
者
は
少
な
い
。
例
え
ば
、
フ
ェ
ヌ
ロ
ン

は
、「
王
は
、
一
人
で
何
で
も
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
王
の
荷
を
軽
く
す
る
信
頼
で
き
る
大
臣
な
し
で
済
ま
す
こ
と
は
で
き
な

い
」
と
述
べ
、
有
能
な
大
臣
を
持
つ
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
す
）
72
（
る
。
ま
た
ヴ
ォ
ル
フ
は
、「
全
て
を
自
ら
熟
慮
で
き
る
」
知
性
を
君
主
が

持
つ
必
要
は
な
く
、「
賢
明
な
助
言
を
判
別
で
き
る
」
知
性
を
持
っ
て
い
れ
ば
十
分
で
あ
る
と
す
）
73
（

る
。
こ
う
し
た
君
主
政
理
論
に
お
い
て

重
視
さ
れ
る
の
は
、
君
主
を
補
佐
す
る
有
能
な
人
材
を
抜
擢
す
る
見
識
を
君
主
が
備
え
る
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
ホ
ー
エ
ン
ツ
ォ
レ
ル
ン
家
の
君
主
た
ち
は
、
伝
統
的
に
親
政
を
推
奨
し
て
き
た
。
例
え
ば
、
大
選
帝
侯
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ=

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
は
一
六
六
七
年
に
執
筆
さ
れ
た
政
治
遺
訓
で
、
後
継
者
に
向
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
貴
君
が
領
邦
議
会
を
開
け
ば
、

そ
れ
だ
け
貴
君
は
権
威
を
奪
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
諸
身
分
は
、
貴
君
の
高
権
に
即
し
た
支
配
に
と
っ
て
不
都
合
な
こ
と
ば
か
り
求
め
る
か

ら
で
あ
）
74
（
る
」。
そ
れ
ゆ
え
、
君
主
が
自
身
の
権
威
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
領
邦
議
会
の
手
は
借
り
ず
に
自
ら
統
治
に
あ
た
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
親
政
の
原
則
、
あ
る
い
は
現
代
流
に
言
え
ば
絶
対
主
義
の
原
則
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
父
で
あ
る
フ
リ
ー

ド
リ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
一
世
に
も
引
き
継
が
れ
た
。「
地
上
を
立
派
に
統
治
し
よ
う
と
す
る
支
配
者
は
、
自
身
の
問
題
を
全
て
自
分
で

処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
75
（

い
」。
こ
の
原
則
は
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
に
も
引
き
継
が
れ
る
。「
こ
の
国
の
よ
う
な
国
家
で
は
、
君
主
は
自
ら
の
職

務
を
自
ら
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
76
（
い
」。

　

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
、
こ
う
し
た
原
則
に
従
っ
て
形
成
さ
れ
た
父
王
の
統
治
体
制
が
自
ら
の
統
治
体
制
の
基
礎
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り

意
識
し
て
い
）
77
（

た
。
こ
う
し
た
認
識
の
妥
当
性
は
、
Ｆ
・
ハ
ル
ト
ゥ
ン
グ
の
プ
ロ
イ
セ
ン
絶
対
主
義
論
に
よ
っ
て
裏
書
で
き
る
。
彼
に
よ
れ

ば
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
、
父
が
組
織
し
た
中
央
行
政
官
庁
・
軍
事
＝
御
料
地
財
政
総
監
理
府
（G

eneral-ober-finanz-kriegs-und-dom
änen-

direktorium

）
に
新
た
な
部
局
を
設
け
は
し
た
が
、
本
質
的
な
変
更
を
加
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
啓
蒙
絶
対
主
義
を

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ=

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
の
絶
対
主
義
か
ら
区
別
す
る
の
は
、
国
家
を
君
主
家
門
の
上
位
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
プ
ロ
イ
セ
ン
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を
独
立
諸
領
邦
の
結
合
体
で
は
な
く
一
体
的
な
国
家
と
し
て
、
そ
し
て
君
主
を
国
民
の
利
益
の
奉
仕
者
と
し
て
把
握
す
る
国
家
観
で
あ
る）

78
（

。

前
章
で
見
た
よ
う
に
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
国
家
を
世
襲
財
産
と
見
な
す
君
主
の
ほ
う
が
国
民
の
幸
福
の
た
め
に
働
く
と
考
え
て
い
た
の
だ

か
ら
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
が
君
主
家
門
の
所
有
物
と
し
て
の
国
家
観
を
放
棄
し
た
と
い
う
ハ
ル
ト
ゥ
ン
グ
の
所
説
に
は
疑
問
の
余
地
が
あ
る
。

そ
れ
で
も
、
絶
対
主
義
と
い
う
統
治
体
制
を
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
が
本
質
的
変
更
を
加
え
ず
維
持
し
た
と
い
う
理
解
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
自

己
理
解
と
も
一
致
し
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
、
な
ぜ
君
主
は
自
ら
の
職
務
に
励
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
問
題
に
対
す
る
解
答
の
仕
方
は
、
親
子
で
異
な
っ
て

い
る
。「
神
が
貴
君
を
玉
座
に
据
え
た
の
は
、
怠
け
る
た
め
で
は
な
く
、
働
き
、
自
ら
の
国
を
正
し
く
統
治
す
る
た
め
で
あ
）
79
（

る
」
と
述
べ

る
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ=

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
に
と
っ
て
、
親
政
は
、
神
に
対
す
る
義
務
を
果
た
す
こ
と
を
含
意
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
フ
リ
ー
ド

リ
ヒ
は
、
人
民
に
対
す
る
義
務
を
果
た
す
と
い
う
観
点
で
、
君
主
が
勤
勉
に
職
務
に
励
む
こ
と
を
推
奨
す
る
。「
主
権
者
が
こ
の
高
い
地

位
に
つ
き
、
彼
に
巨
大
な
力
が
託
さ
れ
た
の
は
、
彼
が
柔
弱
に
暮
ら
し
、
人
民
の
資
産
で
私
腹
を
肥
や
し
、
世
界
全
体
が
苦
し
ん
で
い
る

の
に
彼
が
幸
福
に
な
る
た
め
で
は
な
い
。
主
権
者
は
国
家
第
一
の
僕
で
あ
）
80
（

る
」。

　

Ｅ
・
Ｒ
・
フ
ー
バ
ー
は
、『
反
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
論
』
以
来
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
こ
の
「
第
一
の
下
僕
」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
フ
リ
ー

ド
リ
ヒ
は
、
君
主
は
他
の
官
僚
よ
り
も
優
越
し
た
地
位
を
持
つ
こ
と
を
示
唆
し
、
こ
れ
が
君
主
親
政
の
原
則
に
つ
な
が
る
と
指
摘
す
）
81
（

る
。

実
際
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
親
政
論
の
出
発
点
は
『
反
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
論
』
で
あ
る
。
こ
こ
で
彼
は
、
君
主
を
、
自
ら
統
治
を
行
う
君
主
と

大
臣
に
依
存
し
て
統
治
を
行
う
君
主
の
二
種
類
に
区
別
す
る
。
第
一
の
タ
イ
プ
の
君
主
は
、「
人
間
よ
り
も
優
れ
た
理
性
を
用
い
て
自
ら

の
意
志
を
実
行
す
る
」
神
に
等
し
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
「
明
敏
で
勤
勉
な
精
神
」
を
持
つ
君
主
は
、
司
法
、
財
政
、
行
政
と

い
っ
た
内
政
全
般
と
外
交
を
司
り
、
さ
ら
に
は
軍
隊
に
お
い
て
は
将
軍
の
役
目
も
果
た
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
の
大
臣
は
「
賢
明
で
腕
の
立

つ
親
方
の
手
に
あ
る
道
具
」
で
し
か
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
の
タ
イ
プ
の
君
主
が
治
め
る
国
家
で
は
、
そ
の
主
役
は
君
主
で
は
な

く
大
臣
で
あ
る
。
こ
の
国
家
に
お
い
て
、
君
主
は
「
王
の
権
威
の
む
な
し
い
幻
影
を
見
せ
る
役
に
し
か
立
た
ず
、
彼
個
人
は
、
国
家
に
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と
っ
て
大
臣
が
必
要
で
あ
る
分
国
家
に
と
っ
て
無
用
で
あ
）
82
（
る
」。

　

君
主
親
政
を
推
奨
す
る
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
議
論
は
、
大
臣
た
ち
が
私
的
利
益
の
み
を
追
求
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
を
前
提
と

し
て
い
る
。
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
が
有
能
な
人
材
を
抜
擢
す
る
必
要
を
強
調
し
た
と
す
れ
）
83
（
ば
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
、
大
臣
は
私
益
の
み
を
追
求
す

る
と
論
じ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
大
臣
は
、
自
身
や
部
下
に
便
宜
を
図
る
た
め
に
、
功
績
を
あ
げ
た
人
間
の
邪
魔
を
す
）
84
（
る
。
つ
ま
り
、
フ

リ
ー
ド
リ
ヒ
に
と
っ
て
大
臣
は
、
自
ら
の
私
的
利
益
を
追
求
す
る
た
め
に
、
国
益
を
犠
牲
に
す
る
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
大
臣
に

統
治
の
実
権
を
握
ら
せ
て
は
な
ら
な
）
85
（
い
。

　

こ
う
し
た
理
由
に
よ
っ
て
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
、
君
主
政
に
お
い
て
国
家
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
大
臣
に
決
定
権
を
委
ね
る

こ
と
な
く
、
君
主
個
人
が
内
政
と
外
交
の
全
て
を
指
揮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
く
。
こ
の
よ
う
な
政
治
体
制
を
彼
は
体
系
と
呼
ぶ
。

正
し
く
導
か
れ
る
統
治
は
、
哲
学
の
体
系
で
あ
り
う
る
ほ
ど
連
関
し
た
体
系
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
取
ら
れ
る
措
置
は
全
て
、
よ
く
練
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
財
政
、
政
治
、
軍
事
は
同
一
の
目
的
、
す
な
わ
ち
国
家
の
強
化
と
そ
の
権
力
の
増
大
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、

体
系
は
一
つ
の
頭
脳
に
し
か
由
来
し
得
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
体
系
は
主
権
者
の
頭
脳
か
ら
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
86
（
い
。

　

第
二
章
で
見
た
よ
う
に
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
『
反
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
論
』
に
お
い
て
す
で
に
、
君
主
が
統
治
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に

は
体
系
が
必
要
だ
と
説
い
て
い
た
。
こ
こ
で
、
政
治
の
体
系
は
、
哲
学
の
体
系
に
擬
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
哲
学
に
お
い
て
原
理
か
ら
帰

結
が
論
理
的
に
導
出
さ
れ
る
よ
う
に
、
政
治
に
お
い
て
は
、「
国
家
の
強
化
と
そ
の
権
力
の
増
大
」
と
い
う
目
的
か
ら
、
個
別
具
体
的
な

政
策
が
決
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
体
系
の
作
成
者
は
、
第
二
章
の
引
用
文
も
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
が
一
人
で
万
有
引
力
の

体
系
を
作
成
し
た
よ
う
に
、
主
権
者
た
だ
一
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
う
し
た
体
系
の
観
念
は
、
や
は
り
啓
蒙
主
義
に
お
け
る
体
系
の
観
念
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
。『
百
科
全
書
』
で
は
、
体
系
は
、「
技
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術
や
学
問
の
様
々
な
部
分
が
互
い
に
支
え
あ
い
、
ま
た
最
後
の
部
分
が
最
初
の
部
分
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
よ
う
な
状
態
に
お
け
る
、
そ

れ
ら
の
部
分
の
配
置
」
と
定
義
さ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
様
々
な
帰
結
が
少
数
の
原
理
に
帰
着
す
る
技
術
や
学
問
が
体
系
で
あ
る
。
そ

し
て
、「
時
計
の
中
に
一
つ
の
主
要
な
発
条
が
あ
っ
て
、
他
が
全
て
そ
れ
に
依
存
し
て
い
る
の
と
同
じ
く
、
あ
ら
ゆ
る
体
系
の
中
に
も
第

一
の
原
理
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
体
系
を
構
成
す
る
様
々
な
部
分
が
従
属
し
て
い
る
」
と
言
わ
れ
）
87
（
る
。
す
な
わ
ち
、
体
系
の
第
一
の
要
件
は

論
理
的
な
一
貫
性
で
あ
る
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
が
政
治
の
体
系
を
哲
学
の
体
系
に
擬
え
る
と
き
、
間
違
い
な
く
こ
の
よ
う
な
発
想
が
機
能
し

て
い
る
。

　

そ
し
て
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
、
複
数
の
人
間
に
よ
る
合
議
で
は
哲
学
の
体
系
に
準
じ
る
一
貫
性
は
達
成
で
き
な
い
と
主
張
し
た
。
彼
は
次

の
よ
う
に
述
べ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
財
務
総
監
、
陸
軍
大
臣
、
海
軍
大
臣
、
外
務
大
臣
が
そ
れ
ぞ
れ
の
所
轄
事
項
に
関
し
て
決
定
権
を

有
し
て
い
る
。
し
か
し
、
各
大
臣
が
共
有
す
る
体
系
や
計
画
が
存
在
し
な
い
た
め
に
、
政
治
は
単
一
の
目
的
を
追
求
で
き
て
い
な
）
88
（

い
。
そ

も
そ
も
、
複
数
の
人
間
が
参
加
す
る
会
議
で
様
々
な
利
害
を
組
み
合
わ
せ
て
単
一
の
結
論
に
到
達
す
る
こ
と
は
、
参
加
者
た
ち
が
異
な
る

利
害
を
追
求
し
て
互
い
に
敵
対
す
る
た
め
、
非
常
に
困
難
で
あ
）
89
（

る
。
こ
の
よ
う
に
論
じ
て
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
、
合
議
制
あ
る
い
は
集
合
的

意
思
決
定
を
体
系
に
要
求
さ
れ
る
一
貫
性
に
と
っ
て
の
障
害
と
位
置
づ
け
る
。
こ
の
論
理
を
敷
衍
す
れ
ば
、
国
民
の
大
多
数
の
政
治
参
加

も
必
要
な
い
と
い
う
結
論
に
至
ら
ざ
る
を
え
な
い
。「
公
衆
の
議
論
に
耳
を
貸
し
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
空
疎
な
判
断
を
軽
蔑
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
）
90
（
い
」。
複
数
の
人
間
に
よ
る
合
議
制
を
こ
の
よ
う
に
批
判
す
る
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
「
官
房
か
ら
の
統

治
）
91
（

」
の
利
点
を
強
調
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
統
治
体
制
で
は
、
国
王
の
決
定
を
仰
ぐ
た
め
に
、
総
監
理
府
、
司
法
省
、
官

房
大
臣
と
い
っ
た
官
僚
が
、
詳
細
な
報
告
書
を
送
付
す
る
。
決
定
す
る
の
が
困
難
な
事
例
に
関
し
て
は
、
大
臣
が
自
ら
賛
成
ま
た
は
反
対

の
意
を
国
王
に
伝
え
る
た
め
に
、
主
権
者
は
提
出
さ
れ
た
報
告
書
を
読
み
き
ち
ん
と
理
解
す
れ
ば
、
す
ぐ
さ
ま
決
定
を
下
せ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
）
92
（

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
意
見
の
一
致
を
見
る
こ
と
が
困
難
な
顧
問
会
議
で
決
定
す
る
よ
り
も
、
国
王
が
一
人
で
決
定
を
下
す
ほ
う
が
、

政
策
の
迅
速
性
や
一
貫
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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こ
の
よ
う
な
政
治
の
体
系
を
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
、『
百
科
全
書
』
と
同
様
に
、
時
計
に
擬
え
る
。「
時
計
の
歯
車
全
て
が
、
同
一
の
目
的
、

す
な
わ
ち
時
間
を
計
る
こ
と
に
向
け
て
作
動
す
る
の
と
同
様
に
、
統
治
の
歯
車
は
、
行
政
の
様
々
な
部
門
の
全
体
が
等
し
く
、
決
し
て
見

失
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
重
要
な
目
的
で
あ
る
国
家
の
最
高
善
を
目
指
し
て
協
力
す
る
よ
う
に
組
み
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
）
93
（

」。
こ
う
し
た
体
系
概
念
に
近
代
の
合
理
主
義
哲
学
の
発
想
を
看
取
す
る
こ
と
は
容
易
だ
ろ
）
94
（
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
考
慮
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
が
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
主
義
者
の
「
体
系
の
精
神
」
批
判
の
言
説
を
駆
使
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て

『
百
科
全
書
』
に
よ
れ
ば
、「
真
の
体
系
は
事
実
に
基
づ
く
体
系
で
あ
る
。
し
か
し
現
象
の
連
関
を
知
る
た
め
に
は
、
こ
の
体
系
は
非
常
に

多
く
の
観
察
を
必
要
と
す
）
95
（

る
」。
啓
蒙
主
義
者
が
理
論
体
系
の
一
貫
性
と
実
証
性
の
両
立
を
目
指
し
て
い
た
の
と
同
様
に
、
フ
リ
ー
ド
リ

ヒ
は
、
政
治
行
動
の
一
貫
性
と
並
ん
で
、
事
実
の
観
察
を
体
系
構
築
に
と
っ
て
必
須
の
作
業
と
考
え
て
い
た
。

政
治
と
は
、
未
来
を
読
み
、
与
え
ら
れ
た
原
理
か
ら
生
じ
る
結
果
を
そ
の
原
理
か
ら
導
出
す
る
技
術
で
あ
る
。
国
内
統
治
に
お
い
て
政
治
は
、
公
共
の

安
寧
と
統
治
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
、
有
益
な
法
律
を
制
定
し
、
人
民
の
素
質
を
認
識
し
、
国
民
の
性
格
が
要
求
す
る
と
こ
ろ
に
応
じ
て
穏
和
さ

や
厳
格
さ
を
用
い
た
り
す
る
こ
と
に
励
む
。
行
政
が
賢
明
で
あ
る
国
に
お
い
て
は
必
ず
、
全
て
が
結
び
つ
き
、
銘
々
の
統
治
部
門
が
、
そ
れ
ら
が
完
全

な
全
体
を
構
成
す
る
ほ
ど
上
手
く
組
み
合
わ
さ
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
体
系
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
体
系
は
、
性
急
軽
率
に
製
作
さ
れ
た
作
品

で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
徹
底
し
た
省
察
、
政
務
の
包
括
的
認
識
、
先
見
の
明
、
計
算
、
老
練
な
賢
慮
の
所
産
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
96
（

い
。

　

以
上
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
政
治
の
定
義
か
ら
は
、
論
理
的
一
貫
性
と
並
ん
で
事
実
観
察
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
原
理
か

ら
結
果
を
導
く
論
理
的
思
考
と
な
ら
ん
で
、「
人
民
の
素
質
」
や
「
国
民
の
性
格
」
の
認
識
は
、
政
治
の
体
系
を
構
築
す
る
た
め
に
不
可

欠
な
要
素
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
に
と
っ
て
政
治
の
体
系
は
、
一
貫
性
だ
け
で
は
な
く
、
事
実
と
の
適
合
性
を
も
備
え
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
は
、「
体
系
的
精
神
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
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論
理
的
思
考
自
体
は
否
定
し
な
か
っ
た
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
統
治
の
体
系
に
お
い
て
も
事
情
は
同
様
で
あ
る
。
為
政
者
が
体
系
に
従
っ
て

行
動
す
る
こ
と
は
推
奨
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
体
系
は
、
国
民
の
素
質
や
性
格
な
ど
と
い
っ
た
経
験
的
事
実
の
観
察
に
よ
っ
て
、
修
正

を
適
宜
加
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
う
し
た
啓
蒙
主
義
特
有
の
体
系
の
語
法
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
歴
史
は
人
生
の
師
で
あ
る
」
と
い
う
キ
ケ
ロ
ー
以
来
の

定
型
）
97
（

句
の
意
味
内
容
も
ま
た
変
化
す
る
こ
と
に
な
る
。「
歴
史
は
君
主
た
ち
の
学
校
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
過
去
の
過
ち
を
避
け
る
た
め
、

そ
し
て
、
一
つ
の
体
系
を
自
ら
作
り
、
こ
れ
に
粘
り
強
く
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
自
ら
の
行
動
を
最
も
正
し
く
計
算
し
た
も
の
だ
け
が
、

彼
ほ
ど
首
尾
一
貫
し
て
行
動
し
な
い
者
を
凌
ぐ
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
学
ぶ
た
め
に
、
過
去
の
過
ち
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
98
（

い
」。
為

政
者
が
歴
史
を
研
究
す
る
の
は
、
科
学
者
が
自
然
を
観
察
し
て
体
系
の
原
理
と
な
る
べ
き
事
実
を
探
求
す
る
よ
う
に
、
体
系
を
構
築
し
、

必
要
が
あ
れ
ば
こ
れ
を
事
実
に
合
わ
せ
て
修
正
す
る
た
め
で
あ
る
。

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
が
目
指
す
統
治
体
制
の
実
態
は
、
彼
以
前
か
ら
形
成
さ
れ
て
き
た
プ
ロ
イ
セ
ン
の
統
治
体
制

と
基
本
的
に
変
わ
ら
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
変
化
し
た
の
は
、
そ
の
体
制
を
記
述
す
る
際
の
論
法
で
あ
る
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
、
啓
蒙
主

義
の
科
学
言
説
に
お
け
る
体
系
の
概
念
を
理
想
的
な
政
治
の
あ
り
方
を
描
写
す
る
た
め
に
利
用
し
た
。
そ
れ
が
、
彼
の
政
治
思
想
に
極
め

て
合
理
的
な
容
貌
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

六　

結　

論

　

以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
て
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
政
治
思
想
の
特
質
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
先
行

研
究
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
自
然
法
論
に
由
来
す
る
社
会
契
約
論
と
君
主
義
務
論
は
彼
の
政
治
思
想
の
重
要
な
構
成
要

素
で
あ
る
。
議
論
の
枠
組
み
自
体
は
必
ず
し
も
啓
蒙
主
義
特
有
の
も
の
と
は
言
え
な
い
に
せ
よ
、
こ
の
二
つ
に
は
啓
蒙
主
義
的
な
自
己
愛
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論
が
接
合
さ
れ
た
。
し
か
し
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
が
絶
対
主
義
体
制
を
正
当
化
し
よ
う
と
努
め
た
と
き
の
語
法
に
着
目
し
て
み
る
と
、
契
約

論
や
義
務
論
に
回
収
で
き
な
い
啓
蒙
主
義
特
有
の
言
語
的
枠
組
み
が
見
え
て
く
る
。
そ
れ
が
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
に
向
け
た
「
体
系
の
精

神
」
批
判
で
あ
り
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
絶
対
王
政
を
「
体
系
」
に
擬
え
る
彼
の
話
法
で
あ
っ
た
。
啓
蒙
主
義
的
な
体
系
概
念
に
従
っ
て
フ

リ
ー
ド
リ
ヒ
は
、
政
治
の
合
理
性
、
そ
れ
も
経
験
的
事
実
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
に
基
づ
く
合
理
性
を
追
求
し
た
。
政
治
的
思
考
に
お
け
る

経
験
や
歴
史
の
重
視
は
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
諸
制
度
を
温
存
し
よ
う
と
す
る
彼
の
志
向
を
規
定
し
た
。
そ
し
て
哲
学
体
系
に
も

比
す
べ
き
政
治
の
一
貫
性
の
追
求
は
、
最
終
的
な
政
策
決
定
権
を
握
る
人
間
を
君
主
に
限
定
す
る
と
い
う
親
政
の
正
当
化
と
結
び
つ
い
た
。

敢
え
て
大
仰
な
言
い
方
を
す
る
な
ら
ば
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
啓
蒙
主
義
的
に
思
考
し
た
が
ゆ
え
に
、
絶
対
主
義
的
政
治
を
理
想
化
で
き
た

の
で
あ
る
。

　

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
啓
蒙
主
義
の
科
学
言
説
を
用
い
て
絶
対
主
義
の
正
当
化
に
説
得
力
を
持
た
せ
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
そ
の
論
法
に
全

て
の
啓
蒙
主
義
者
が
説
得
力
を
感
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
Ｇ
・
パ
リ
ー
は
、「
理
性
主
義
的
政
治
と
い
う
も
の
は
、
広
く
多
様

な
目
的
の
調
和
を
目
指
す
と
い
う
よ
り
も
、
唯
一
の
目
的
、
あ
る
い
は
少
数
の
緊
密
に
連
関
し
た
目
的
の
達
成
を
目
指
す
政
治
の
よ
う
に
、

不
可
避
的
に
そ
の
政
治
的
性
格
を
喪
失
し
て
、
遂
行
と
管
理
の
問
題
に
な
る
傾
向
が
あ
）
99
（
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
よ

う
な
啓
蒙
絶
対
君
主
は
、
国
民
を
幸
福
に
す
る
代
わ
り
に
そ
の
権
利
を
忘
却
さ
せ
て
し
ま
う
と
批
判
し
た
デ
ィ
ド
ロ
は
、
こ
の
よ
う
な
傾

向
を
感
知
し
、
絶
対
主
義
を
批
判
し
た
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
哲
学
者
カ
ン
ト
も
ま
た
、
多
数
の
人
間
の
政
治
参
加
を
拒
む

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
思
想
と
対
立
す
る
考
え
の
持
ち
主
だ
っ
た
。『
啓
蒙
と
は
何
か
』（
一
七
八
四
年
）
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
、
啓
蒙
の
最
終

的
帰
結
は
、
臣
民
が
公
共
的
な
議
論
を
行
っ
て
立
法
事
業
に
参
加
す
る
こ
と
だ
と
述
べ
）
100
（

た
。
一
八
世
紀
後
半
の
こ
う
し
た
思
想
的
動
向
は
、

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
政
治
言
語
と
は
異
な
る
枠
組
み
で
政
治
的
思
考
を
始
め
た
知
識
人
た
ち
の
存
在
を
認
識
さ
せ
て
く
れ
る
。
こ
う
し
た
知

識
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、「
老
フ
リ
ッ
ツ
」
の
操
る
政
治
言
語
は
、
彼
ら
が
そ
れ
を
十
分
に
検
討
す
る
機
会
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
啓
蒙

の
時
代
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
古
臭
く
な
っ
た
言
葉
だ
と
思
わ
れ
た
だ
ろ
う
。
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öttingen 1967, S. 429 -47; ders., »Friedrich der G

roße nach dem
 siebenjährigen Kriege und das politische 

Testam
ent von 1768«, in: ebd., S. 448 -503; Friedrich M

einecke, D
ie Idee der Staatsräson in der neueren G

eschichte, hrsg. v. 
W

alther H
ofer, M

ünchen 1957, S. 321 -400.

〔
菊
盛
英
夫
・
生
松
敬
三
訳
『
近
代
史
に
お
け
る
国
家
理
性
の
理
念
』、
み
す
ず
書
房
、
一
九

六
〇
年
、
三
七
〇
―
四
六
四
頁
。〕
な
お
以
下
で
は
、
邦
訳
文
献
に
つ
い
て
は
、
訳
語
や
表
現
の
統
一
を
図
る
た
め
に
、
必
要
が
あ
れ
ば
特
に
断

り
な
く
訳
語
を
変
更
し
て
い
る
。

（
2
）  

例
え
ば
、Theodor Schieder, Friedrich der G

roße, Frankfurt a. M
./Berlin/W

ien 1983, S. 102 -26

が
そ
う
で
あ
る
。

（
3
）  M

einecke, a. a. O
., S. 322.

〔
邦
訳
三
七
一
頁
。〕

（
4
）  Ebd., S. 336.
〔
邦
訳
三
八
七
頁
。〕

（
5
）  Karl O

tm
ar Freiherr v. Aretin, »Einleitung«, in: D

er aufgeklärte A
bsolutism

us, hrsg. v. K. O. F. v. Aretin, Köln 1974, S. 12.

（
6
）  

ア
ー
レ
テ
ィ
ン
に
対
す
る
批
判
と
し
て
は
、Volker Sellin, »Friedrich der G

roße und der aufgeklärte Absolutism
us«, in: Soziale 

Bewegung und politische Verfassung, hrsg. v. U
lrich Engelhardt/Volker Sellin/H

orst Stuke, Stuttgart 1976, S. 85

を
参
照
。
よ
り

一
般
的
に
、
個
人
の
人
権
を
重
視
す
る
自
由
主
義
の
観
点
か
ら
啓
蒙
絶
対
主
義
を
理
解
す
る
こ
と
へ
の
批
判
と
し
て
は
、Ernst Rudolf H

uber, 
»D

er preußische Staatspatriotism
us im

 Zeitalter Friedrichs des G
roßen«, in: Zeitschrift für die gesam

te Staatswissenschaft, Bd. 
103, 1943, S. 457; Sellin, S. 105

お
よ
び
屋
敷
二
郎
『
紀
律
と
啓
蒙

―
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
王
の
啓
蒙
絶
対
主
義
』、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一

九
九
九
年
、
九
―
一
〇
頁
、
一
五
頁
を
参
照
。

（
7
）  Voltaire, Le siècle de Louis XIV, t. II, Paris 1966, pp. 328 -9.

〔
丸
山
熊
雄
訳
『
ル
イ
十
四
世
の
世
紀
』（
四
）、
岩
波
書
店
、
一
九
八
三

年
、
四
二
―
四
四
頁
。〕

（
8
）  D

iderot, Réfutation suivie de l

’ouvrage d

’Helvétius intitulé l

’Hom
m
e, Œ

uvres com
plètes, éd. par J. Assézat, t. 2, Paris 1875, 

p. 381.

〔
野
沢
協
訳
「
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
『
人
間
論
』
の
反
駁
」、
小
場
瀬
卓
三
・
平
岡
昇
監
修
『
デ
ィ
ド
ロ
著
作
集　

第
二
巻
』、
法
政
大
学
出

版
局
、
一
九
八
〇
年
、
三
五
二
頁
。〕

（
9
）  Fritz H

artung, »D
er aufgeklärte Absolutism

us«, in: ders., Staatsbildende Kräfte der N
euzeit, Berlin 1961, S. 154.

〔
石
部
雅
亮

訳
「
啓
蒙
絶
対
主
義
」、
成
瀬
治
編
訳
『
伝
統
社
会
と
近
代
国
家
』、
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
、
三
四
三
頁
。〕

（
10
）  Friedrich der G

roße, Testam
ent politique 

（1752

） （
以
下TP 

（1752

） 
と
表
記
）, in: D

ie politischen Testam
ente Friedrichs des 
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G
roßen, hrsg. v. G

ustav Berthold Volz, Berlin 1920, p. 77. 

な
お
、
以
下
で
は
『
政
治
遺
訓
』（
一
七
五
二
年
、
一
七
六
八
年
）
の
み
を

『
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
王
政
治
遺
訓
集
』（D

ie politischen Testam
ente Friedrichs des G

roßen, hrsg. v. G
ustav Berthold Volz, Berlin 1920

、

以
下PT

と
表
記
）
か
ら
引
用
し
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
他
の
著
作
に
つ
い
て
は
、『
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
王
著
作
集
』（Œ

uvres de Frédéric le 
G
rand, hrsg. v. Johann D

avid Erdm
ann Preuß, Berlin 1846 -1857

、
以
下O

と
表
記
）
か
ら
引
用
す
る
。

（
11
）  
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
が
用
い
る
こ
う
し
た
比
喩
に
着
目
す
る
研
究
と
し
て
、Barbara Stollberg-Rilinger, D

er Staat als M
aschine, Berlin 

1986, S. 62 -75

を
参
照
。
も
っ
と
も
こ
こ
で
シ
ュ
ト
ル
ベ
ル
ク=

リ
リ
ン
ガ
ー
は
、
一
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
主
義
特
有
の
「
体
系
」
概
念
に

つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。

（
12
）  Voltaire, Lettres philosophiques, éd. par O

liver Ferret et Antony M
ckenna, Paris 2010, p. 103.

〔
中
川
信
・
高
橋
安
光
訳
『
哲
学

書
簡
・
哲
学
辞
典
』、
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
五
年
、
八
三
頁
。〕

（
13
）  Ernst Cassirer, D

ie Philosophie der A
ufklärung, H

am
burg 2007, S. XI

〔
中
野
好
之
訳
『
啓
蒙
主
義
の
哲
学
』（
上
）、
筑
摩
書
房
、
二

〇
〇
三
年
、
一
三
頁
〕
は
、
啓
蒙
主
義
に
お
い
て
は
「
体
系
の
精
神
」（esprit systém

atique

）
と
「
体
系
的
精
神
」（esprit de systèm

e

）
が

区
別
さ
れ
て
い
た
と
論
じ
る
。
し
か
し
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
術
語
上
こ
の
区
別
は
存
在
し
な
い
。
お
そ
ら
く
カ
ッ
シ
ー

ラ
ー
は
、
後
述
す
る
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
の
所
論
か
ら
、
こ
う
し
た
概
念
的
区
別
の
存
在
を
主
張
し
た
と
思
わ
れ
る
。

（
14
）  Voltaire, Lettres philosophiques, p. 118.

〔
邦
訳
一
四
一
頁
。〕

（
15
）  Ibid.

〔
同
右
。〕

（
16
）  Ibid., p. 127.

〔
邦
訳
一
五
八
頁
。〕

（
17
）  D

’Alem
bert, D

iscours prélim
inaire des editeurs, Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des m

étiers, 
Paris 1751, p. vi.

〔
桑
原
武
夫
編
訳
『
百
科
全
書

―
序
論
お
よ
び
代
表
項
目
』、
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
、
三
六
頁
。〕

（
18
）  Ibid., p. xxxi.

〔
邦
訳
一
二
六
―
一
二
七
頁
。〕

（
19
）  H
enri de Catt, U

nterhaltungen m
it Friedrich dem

 G
roßen, hrsg. v. Reinhold Koser, O

snabrück 1965 （N
eudruck der Ausgabe 

1884

）, p. 231.

（
20
）  Friedrich der G

roße, Considérations sur l

’état présent du corps politique de l

’Europe, in : O, t. 8, p. 18.

（
21
）  Id., Réfutation du prince de M

achiavel

（
以
下Réfutation

と
表
記
）, in: O, t. 8, p. 251.

〔
大
津
真
作
監
訳
『
反
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
論
』、

京
都
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
六
年
、
一
九
七
―
一
九
八
頁
。〕 
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（
22
）  Ibid.

〔
邦
訳
一
九
八
頁
。〕

（
23
）  Ibid., pp. 251 -2.

〔
同
右
。〕

（
24
）  

ピ
エ
ー
ル
・
ベ
ー
ル
（
野
沢
協
訳
）『
ピ
エ
ー
ル
・
ベ
ー
ル
著
作
集 

第
4
巻 

歴
史
批
評
辞
典
Ⅱ 

（
Ｅ
―

Ｏ
）』、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
四

年
、
六
四
五
―
六
四
六
頁
。
な
お
人
名
表
記
は
「
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
」
に
統
一
し
た
。

（
25
）  Friedrich der G

roße, Réfutation, pp. 165 -6.

〔
邦
訳
二
七
―
二
八
頁
。〕

（
26
）  Ibid., p. 289.

〔
同
右
二
六
八
―
二
六
九
頁
。〕

（
27
）  

屋
敷
、
前
掲
書
、
一
三
頁
。

（
28
）  Friedrich der G

roße, Réfutation, p. 167.

〔
邦
訳
三
二
頁
。〕

（
29
）  Ibid., pp. 167 -8.
〔
同
右
三
二
―
三
三
頁
。〕

（
30
）  Ibid., p. 168.

〔
同
右
三
四
頁
。〕

（
31
）  

例
え
ば
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
、
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
の
思
想
を
「
統
治
に
関
す
る
そ
の
人
道
的
な
格
率
と
国
王
の
権
勢
よ
り
も
人
民
の
利
害
を
優
先
す
る

考
え
」
と
特
徴
づ
け
て
い
る
。Voir Voltaire, Le siècle de Louis XIV, t. I, Paris 1966, p. 224.

〔
丸
山
熊
雄
訳
『
ル
イ
十
四
世
の
世
紀
』

（
二
）、
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
、
三
四
頁
。〕 

フ
ェ
ヌ
ロ
ン
の
政
治
思
想
の
全
体
像
に
つ
い
て
は
、
川
出
良
枝
『
貴
族
の
徳
、
商
業
の
精

神

―
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
と
専
制
批
判
の
系
譜
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
年
、
五
〇
―
八
三
頁
を
参
照
。

（
32
）  Johannes Kunisch, Friedrich der G

roße, M
ünchen 2004, S. 19 f.

に
よ
れ
ば
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
九
歳
の
時
初
め
て
『
テ
レ
マ
ッ
ク
の

冒
険
』
を
読
ん
だ
。

（
33
）  Friedrich der G
roße, Réfutation, p. 189.

〔
邦
訳
七
九
―
八
〇
頁
。〕

（
34
）  Fénelon, Les Aventures de Télém

aque, Paris 1987, pp. 196 -7.

〔
朝
倉
剛
訳
『
テ
レ
マ
ッ
ク
の
冒
険
』（
上
）、
現
代
思
潮
社
、
一
九
六

九
年
、
九
七
―
九
八
頁
。〕

（
35
）  M
einecke, a. a. O., S. 331

〔
邦
訳
三
八
一
頁
〕
お
よ
び
屋
敷
、
前
掲
書
、
九
三
―
九
四
頁
を
参
照
。

（
36
）  V

gl. Stollberg-Rilinger, a. a. O., S. 66.

（
37
）  

川
出
、
前
掲
書
、
五
二
―
五
三
頁
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
道
徳
に
適
合
す
る
社
会
を
建
設
す
る
責
任
を
神
が
君
主
に
与
え
た
と
い
う
点
で
、
フ
ェ

ヌ
ロ
ン
と
ボ
シ
ュ
エ
は
見
解
を
同
じ
く
し
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
38
）  V

gl. G
ünter Birtsch, »D

er Idealtyp des aufgeklärten H
errschers«, in: A

ufklärung, Jg. 2 H
eft 1, H

am
burg 1987, S. 13 -21.
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（
39
）  V

gl. Peter Baum
gart, »N

aturrechtliche Vorstellungen in der Staatsauffassung Friedrichs des G
roßen«, in: ders., Branden-

burg-Preußen unter dem
 A

ncien régim
e, Berlin 2009,S. 124 （Anm

. 12

）.
（
40
）  Ebd., S. 125.

（
41
）  Friedrich der G

roße, Essai sur les form
es de gouvernem

ent et sur les devoirs des souverains

（
以
下Essai

と
表
記
）, in: O. t. 9, 

p. 196. 

〔
大
津
真
作
監
訳
『
反
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
論
』、
京
都
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
六
年
、
四
五
二
―
四
五
三
頁
。〕
な
お
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
社

会
契
約
を
「
一
つ
の
政
体
に
属
す
る
市
民
全
員
に
、
等
し
い
熱
意
で
も
っ
て
、
共
同
体
の
包
括
的
福
祉
を
目
指
し
て
協
力
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け

る
彼
ら
の
暗
黙
の
合
意
（convention tacite

）」
と
定
義
す
る
（Id., Lettres sur l

’amour de la patrie

（
以
下Lettres

と
表
記
）, in: O, t. 9, 

p. 227

）。
つ
ま
り
、
ル
ソ
ー
と
は
異
な
り
、
社
会
契
約
を
自
発
的
に
解
除
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
考
え
て
い
る
。

（
42
）  Id., Essai, pp. 196 -7.

〔
邦
訳
四
五
三
頁
。〕

（
43
）  Voltaire, Lettres philosophiques, pp. 171 -2.

〔
邦
訳
二
七
八
―
二
七
九
頁
。〕

（
44
）  Friedrich der G

roße, Réfutation, p. 276.

〔
邦
訳
二
四
五
頁
。〕

（
45
）  Ibid., p. 281.

〔
同
右
二
五
四
頁
。〕

（
46
）  

ニ
ッ
コ
ロ
・
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
（
河
島
英
昭
訳
）『
君
主
論
』、
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
、
五
一
―
六
三
頁
。

（
47
）  Friedrich der G

roße, Réfutation, pp. 190 -4.

〔
邦
訳
八
〇
―
九
〇
頁
。〕

（
48
）  Ibid., p. 258.

〔
同
右
二
一
二
頁
。〕

（
49
）  Ibid., p. 291.

〔
同
右
二
七
〇
頁
。〕

（
50
）  Id., Essai, p. 197.

〔
同
右
四
五
三
―
四
五
四
頁
。〕

（
51
）  V

gl. Christian W
olff, Vernünfftige G

edancken von dem
 gesellschafftlichen Leben der M

enschen und insonderheit dem
 ge-

m
einen W

esen, 4. Aufl., 1736, in: ders., G
esam

m
elte W

erke, Abt. I, Bd. 5, H
ildesheim

/N
ew

 York 1975, S. 183 -200.

（
52
）  Friedrich der G

roße, Réfutation, p. 202.

〔
邦
訳
一
〇
七
頁
。〕

（
53
）  Id., M

ém
oires pour servir à l

’histoire de la m
aison de Brandebourg

（
以
下M

ém
oires

と
表
記
）, in: O, t. 1, p. 238.

（
54
）  Ibid.

（
55
）  Id., Lettres, p. 216.

（
56
）  Id., Réfutation, p. 203.

〔
邦
訳
一
〇
八
頁
。〕
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（
57
）  Ibid., pp. 203 -4.

〔
同
右
一
〇
九
―
一
一
〇
頁
。〕

（
58
）  Ibid., p. 204.

〔
同
右
一
一
〇
頁
。〕

（
59
）  Id., M

ém
oires, p. 239.

（
60
）  Ibid.

（
61
）  Id., Essai, p. 201.

〔
邦
訳
四
五
八
―
四
五
九
頁
。〕

（
62
）  Id., Exam

en critique du Systèm
e de la nature

（
以
下Exam

en

と
表
記
）, in : O, t. 9, pp. 166 -7.

（
63
）  Ibid., pp. 167, 168. 

な
お
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
に
と
っ
て
は
、
貴
族
が
君
主
を
掣
肘
す
る
自
律
的
権
力
を
有
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
も
、
ポ
ー

ラ
ン
ド
は
悪
し
き
実
例
で
あ
っ
た
。Voir id., Essai, p. 198.

〔
邦
訳
四
五
五
頁
。〕

（
64
）  Id., Exam

en, p. 161.

（
65
）  Ibid., p. 168.

（
66
）  Ibid.

（
67
）  Id., Essai, pp. 205 -6.

〔
邦
訳
四
六
五
―
四
六
六
頁
。〕

（
68
）  

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、Sellin, a. a. O., S. 104 -5

も
参
照
。

（
69
）  

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
が
即
位
し
た
当
時
、
人
口
の
約
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
ル
タ
ー
派
、
三
パ
ー
セ
ン
ト
が
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
、
約
七
パ
ー
セ
ン
ト
が
カ

ト
リ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。V
gl. G

ünter Birtsch, »Religions- und G
ew

issensfreiheit in Preußen von 1780 bis 1817«, in: Zeitschrift für 
historische Forschung, Bd. 84, 1984, S. 183.

（
70
）  Friedrich der G
roße, TP （1752

）, p. 31.

（
71
）  Ibid., pp. 31 -2.

（
72
）  Fénelon, op. cit., p. 331.

〔
朝
倉
剛
訳
『
テ
レ
マ
ッ
ク
の
冒
険
』（
下
）、
現
代
思
潮
社
、
一
九
六
九
年
、
一
九
頁
。〕

（
73
）  W
olff, a. a. O., S. 184.

（
74
）  »Politisches Testam

ent des G
roßfürsten: Vätterliche Verm

ahnung （1667

）«, in: Politische Testam
ente der H

ohenzollern, hrsg. 
v. Richard D

ietrich, M
ünchen 1981, S. 72.

（
75
）  »Instruktion König Friedrich W

ilhelm
s I. für seinen N

achfolger （1772
）«, in: ebd., S. 102.

（
76
）  Friedrich der G

roße, TP （1752

）, p. 37.
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（
77
）  Id., Testam

ent politique （1768

） （
以
下TP （1768

）
と
表
記
）, in: PT, p. 191.

（
78
）  

フ
リ
ッ
ツ
・
ハ
ル
ト
ゥ
ン
グ
（
成
瀬
治
・
坂
井
栄
八
郎
訳
）『
ド
イ
ツ
国
制
史
』、
岩
波
書
店
、
一
九
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